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(57)【要約】
【課題】識別情報の送信による消費電力を低減可能な無
線装置を提供する。
【解決手段】シンクである無線ノード１は、無線ネット
ワークを構成する無線ノードのトポロジーを示すトポロ
ジー情報に基づいて、無線ノード１～７の総数、無線ノ
ード１からの近さの度合いを示す近さ指標、各無線ノー
ド１～７に隣接する隣接無線装置の個数、および各無線
装置間のホップ数のいずれかを検出する。無線ノード１
は、各無線ノード１～７の起動回数、または各無線ノー
ド１～７における受信信号強度を収集する。そして、無
線ノード１は、検出結果または収集結果に基づいて、最
も短いフレーム長および最も少ないフレーム数によって
規定された基準ウェイクアップＩＤからフレーム長また
はフレーム長およびフレーム数が順次増加するようにウ
ェイクアップＩＤを無線ノード１～７に割り当てる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線装置を制御するための識別情報の割当要求を示すフレーム長を有する第１の無線フ
レームを送信する送信手段と、
　他の無線装置の前記識別情報と前記他の無線装置に隣接する無線装置の前記識別情報と
を含む識別情報リストを受信する受信手段と、
　前記第１の無線フレームの送信回数が基準値に達するまでに前記受信手段によって受信
されたｎ（ｎ＝０，１，２，３，・・・）個の前記識別情報リストに基づいて、前記他の
無線装置に割り当てられていない前記識別情報のうち、最も短いフレーム長および最も少
ないフレーム数によって規定される前記識別情報を当該無線装置に割り当てる割当手段と
を備える無線装置。
【請求項２】
　前記送信手段は、前記受信手段が前記他の無線装置から前記第１の無線フレームを受信
すると、一定時間、待機し、前記一定時間が経過すると、前記第１の無線フレームの送信
回数が前記基準値に達するまでに前記第１の無線フレームを再送する、請求項１に記載の
無線装置。
【請求項３】
　前記送信手段は、当該無線装置に前記識別情報を割り当てた後、当該無線装置に隣接す
る隣接無線装置の間で同じ前記識別情報が割り当てられた無線装置が存在すると判定した
とき、更に、前記識別情報の再割当を指示する再割当指示を前記隣接無線装置へ送信する
、請求項１または請求項２に記載の無線装置。
【請求項４】
　前記送信手段は、前記割当手段による前記識別情報の割当が完了すると、更に、前記割
当手段によって割り当てられた前記識別情報と当該無線装置に隣接する無線装置に割り当
てられた前記識別情報とを含む割当完了メッセージを送信する、請求項１から請求項３の
いずれか１項に記載の無線装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の無線装置を備える無線通信システム。
【請求項６】
　送信手段が、無線装置を制御するための識別情報の割当要求を示すフレーム長を有する
第１の無線フレームを送信する第１のステップと、
　受信手段が、他の無線装置の前記識別情報と前記他の無線装置に隣接する無線装置の前
記識別情報とを含む識別情報リストを受信する第２のステップと、
　割当手段が、前記第１の無線フレームの送信回数が基準値に達するまでに前記受信手段
によって受信されたｎ（ｎ＝０，１，２，３，・・・）個の前記識別情報リストに基づい
て、前記他の無線装置に割り当てられていない前記識別情報のうち、最も短いフレーム長
および最も少ないフレーム数によって規定される前記識別情報を当該無線装置に割り当て
る第３のステップとをコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項７】
　前記送信手段は、前記受信手段が前記他の無線装置から前記第１の無線フレームを受信
すると、一定時間、待機し、前記一定時間が経過すると、前記第１のステップにおいて、
前記第１の無線フレームの送信回数が前記基準値に達するまでに前記第１の無線フレーム
を再送する、請求項６に記載のコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項８】
　前記送信手段が、当該無線装置に識別情報を割り当てた後、当該無線装置に隣接する隣
接無線装置の間で同じ識別情報が割り当てられた無線装置が存在すると判定したとき、識
別情報の再割当を指示する再割当指示を隣接無線装置へ送信する第７のステップを更にコ
ンピュータに実行させる、請求項６または請求項７に記載のコンピュータに実行させるた
めのプログラム。
【請求項９】
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　前記割当手段による前記識別情報の割当が完了すると、前記送信手段が、前記割当手段
によって割り当てられた前記識別情報と当該無線装置に隣接する無線装置に割り当てられ
た前記識別情報とを含む割当完了メッセージを送信する第８のステップを更にコンピュー
タに実行させる、請求項６から請求項８のいずれか１項に記載のコンピュータに実行させ
るためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、無線装置、それを備えた無線通信システムおよび無線装置において実行さ
れるプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スリープ状態から起動状態へ移行させる無線装置の識別情報をフレーム長によっ
て表して無線装置を起動させる技術が知られている（特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１に記載された技術においては、送信元の無線装置は、起動させたい無線装置
の識別情報を示すフレーム長を有する無線フレームを生成し、その生成した無線フレーム
を無線通信の相手先である無線装置へ送信する。そして、相手先の無線装置は、無線フレ
ームを受信し、その受信した無線フレームの受信信号をサンプリング間隔で包絡線検波し
てフレーム長を検出する。その後、相手先の無線装置は、その検出したフレーム長を識別
情報に復号し、その復号した識別情報が自己の識別情報に一致するとき、スリープ状態か
ら起動状態へ移行する。
【０００４】
　そうすると、送信元の無線装置は、相手先の無線装置と無線通信を行う。
【０００５】
　また、複数のセンサー端末と、管理端末とを備える無線センサーネットワークが知られ
ている（特許文献２）。
【０００６】
　複数のセンサー端末は、センサーを備える。管理端末は、複数のセンサー端末と通信す
る通信経路を構築し、その構築した通信経路に基づいて各センサー端末と無線通信を行う
。そして、管理端末は、各センサー端末が検出したセンサー値を収集する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第５１９０５６９号
【特許文献２】特開２０１３－０５５４５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、特許文献１に記載された技術を特許文献２に記載された無線センサーネットワ
ークに適用して、センサー値の送信元のセンサー端末から管理端末までの経路上に存在す
る少なくとも１つのセンサー端末を順次起動させながらセンサー値を送信元のセンサー端
末から管理端末へ送信することを想定した場合、次のような問題がある。
【０００９】
　無線センサーネットワークを構成するセンサー端末の個数が少ない場合でも、ウェイク
アップＩＤを構成するフレーム長およびフレーム数が増大し、ウェイクアップＩＤの送信
による消費電力が多くなるという問題がある。
【００１０】
　また、起動回数の少ないセンサー端末も起動回数の多いセンサー端末も、起動のための
オーバーヘッドが同じであるため、無線センサーネットワーク全体の消費電力が増大する
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という問題がある。
【００１１】
　そこで、この発明は、かかる問題を解決するためになされたものであり、その目的は、
識別情報の送信による消費電力を低減可能な無線装置を提供することである。
【００１２】
　また、この発明の別の目的は、識別情報の送信による消費電力を低減可能な無線装置を
備える無線通信システムを提供することである。
【００１３】
　更に、この発明の別の目的は、識別情報の送信による消費電力を低減可能な無線装置に
おいて実行されるプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　この発明の実施の形態によれば、無線装置は、検出手段と、収集手段と、割当手段とを
備える。検出手段は、無線ネットワークを構成する無線装置の配置状態を示すトポロジー
を検出し、その検出したトポロジーを示すトポロジー情報に基づいて、無線ネットワーク
を構成する無線装置の総数、無線ネットワークを構成する無線装置に含まれ、かつ、他の
無線装置からデータを収集する第１の無線装置からの近さの度合いを示す近さ指標、無線
ネットワークを構成する無線装置に隣接する隣接無線装置の個数、各無線装置間のホップ
数、および無線ネットワークを構成する各無線装置よりも下位層に存在し、かつ、無線ネ
ットワークを構成する各無線装置から１ホップ以上の位置に存在する子ノードの総数のい
ずれかを検出する。収集手段は、所望の時間長において無線装置を制御する回数である制
御回数、各無線装置における受信信号強度、および各無線装置において所望の時間長に送
信されるフレームの数であるフレーム送信数のいずれかを収集する。割当手段は、検出手
段による検出結果および収集手段による収集結果のいずれかに基づいて、最も短いフレー
ム長および最も少ないフレーム数によって規定された基準識別情報からフレーム長または
フレーム長およびフレーム数が順次増加するように無線装置を制御するための識別情報を
前記無線ネットワークを構成する全ての無線装置に割り当てる割当処理を実行する。
【００１５】
　この発明の実施の形態による無線装置は、無線ネットワークを構成する無線装置のトポ
ロジーを示すトポロジー情報に基づいて検出された各種の指標、または収集された各種の
指標を用いて、基準識別情報からフレーム長またはフレーム長およびフレーム数が順次増
加するように識別情報を無線ネットワークを構成する全ての無線装置に割り当てる。その
結果、無線ネットワークを構成する無線装置の識別情報は、各無線装置によってフレーム
長またはフレーム長およびフレーム数が異なる。そして、より短いフレーム長およびより
少ないフレーム数によって規定される識別情報が割り当てられた無線装置に識別情報を送
信する無線装置は、識別情報を構成する無線フレームを少ない消費電力で送信する。
【００１６】
　従って、識別情報の送信による消費電力を低減できる。
【００１７】
　また、より短いフレーム長およびより少ないフレーム数によって規定される識別情報が
割り当てられた無線装置は、識別情報を構成する無線フレームを少ない消費電力で受信す
る。
【００１８】
　従って、識別情報の受信による消費電力を低減できる。
【００１９】
　好ましくは、割当手段は、収集手段によって制御回数が収集されたとき、制御回数が最
も多い無線装置から制御回数が最も少ない無線装置に向かって割当処理を実行する。
【００２０】
　制御回数が多い無線装置ほど、より短いフレーム長およびより少ないフレーム数によっ
て規定される識別情報が割り当てられるので、識別情報の受信による消費電力を低減でき
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る。また、１回の制御に要する時間を短縮できる。
【００２１】
　好ましくは、割当手段は、検出手段によって無線装置の総数が検出されたとき、無線装
置の総数に基づいて、割当処理を実行する。
【００２２】
　無線装置の総数に依存して、用いられる識別情報の個数が決定される。そして、その決
定された個数の識別情報は、相互に、フレーム長またはフレーム長およびフレーム数が異
なる。
【００２３】
　従って、全ての識別情報が同じフレーム数によって規定される場合に比べて、各無線装
置における識別情報の送信および受信による消費電力を低減でき、無線ネットワークの消
費電力を低減できる。
【００２４】
　好ましくは、割当手段は、検出手段によって近さ指標が検出されたとき、第１の無線装
置に最も近い無線装置から第１の無線装置に最も遠い無線装置に向かって割当処理を実行
する。
【００２５】
　第１の無線装置に近い無線装置ほど、より短いフレーム長およびより少ないフレーム数
によって規定される識別情報が割り当てられ、第１の無線装置から遠い無線装置ほど、よ
り長いフレーム数およびより多いフレーム数によって規定される識別情報が割り当てられ
る。
【００２６】
　従って、第１の無線装置に近い無線装置は、制御される回数が多くなっても、制御に要
する消費電力を低減できる、また、第１の無線装置に近い無線装置は、制御される回数が
多くなっても、制御されることに要する時間を短縮できる。
【００２７】
　好ましくは、割当手段は、検出手段によって隣接無線装置が検出されたとき、隣接無線
装置の個数が最も多い無線装置から隣接無線装置の個数が最も少ない無線装置に向かって
割当処理を実行する。
【００２８】
　隣接無線装置の個数が多い無線装置ほど、より短いフレーム長およびより少ないフレー
ム数によって規定される識別情報が割り当てられ、隣接無線装置の個数が少ない無線装置
ほど、より長いフレーム数およびより多いフレーム数によって規定される識別情報が割り
当てられる。
【００２９】
　従って、隣接無線装置の個数が多い無線装置は、制御される回数が多くなっても、制御
されることに要する消費電力を低減できる、また、隣接無線装置の個数が多い無線装置は
、制御される回数が多くなっても、制御されることに要する時間を短縮できる。
【００３０】
　好ましくは、割当手段は、収集手段によって受信信号強度が収集されたとき、受信信号
強度が最も小さい無線リンクを有する無線装置から受信信号強度が最も大きい無線リンク
を有する無線装置に向かって割当処理を実行する。
【００３１】
　受信信号強度が小さい無線リンクを有する無線装置ほど、より短いフレーム長およびよ
り少ないフレーム数によって規定される識別情報が割り当てられ、受信信号強度が大きい
無線リンクを有する無線装置ほど、より長いフレーム長およびより多いフレーム数によっ
て規定される識別情報が割り当てられる。
【００３２】
　従って、受信信号強度が小さい無線リンクを有する無線装置の制御に成功する確率を増
加させることができる。また、受信信号強度が小さい無線リンクを有する無線装置の制御
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の失敗によるウェイクアップ信号の再送時のオーバーヘッドを低減できる。
【００３３】
　好ましくは、割当手段は、検出手段によってホップ数が検出されたとき、ホップ数がｈ
（ｈは１以上の整数）ホップ以上である２つの無線装置に同じ識別情報を割り当てながら
割当処理を実行する。
【００３４】
　より短いフレーム長およびより少ないフレーム数によって規定される識別情報がｈホッ
プ以上離れた無線装置間で再利用される。その結果、無線ネットワークにおいて使用され
る識別情報を規定するフレーム長およびフレーム数が低減される。
【００３５】
　従って、各無線装置における識別情報の送受信による消費電力を低減でき、無線ネット
ワークの消費電力を低減できる。
【００３６】
　好ましくは、割当手段は、収集手段によってフレーム送信数が収集されたとき、フレー
ム送信数が最も多い無線装置からフレーム送信数が最も少ない無線装置に向かって割当処
理を実行する。
【００３７】
　フレーム送信数が多い無線装置ほど、より短いフレーム長およびより少ないフレーム数
によって規定される識別情報が割り当てられ、フレーム送信数が少ない無線装置ほど、よ
り長いフレーム長およびより多いフレーム数によって規定される識別情報が割り当てられ
る。
【００３８】
　従って、フレーム送信数が多い無線装置は、制御される回数が多くなっても、制御され
ることに要する消費電力を低減できる、また、フレーム送信数が多い無線装置は、制御さ
れる回数が多くなっても、制御されることに要する時間を短縮できる。
【００３９】
　好ましくは、割当手段は、検出手段によって子ノードの総数が検出されたとき、子ノー
ドの総数が最も多い無線装置から子ノードの総数が最も少ない無線装置に向かって割当処
理を実行する。
【００４０】
　子ノードの総数が多い無線装置ほど、より短いフレーム長およびより少ないフレーム数
によって規定される識別情報が割り当てられ、子ノードの総数が少ない無線装置ほど、よ
り長いフレーム長およびより多いフレーム数によって規定される識別情報が割り当てられ
る。
【００４１】
　従って、子ノードの総数が多い無線装置は、制御される回数が多くなっても、制御され
ることに要する消費電力を低減できる、また、子ノードの総数が多い無線装置は、制御さ
れる回数が多くなっても、制御されることに要する時間を短縮できる。
【００４２】
　また、この発明の実施の形態によれば、無線装置は、上記のいずれかに記載の無線装置
によって割り当てられた識別情報を用いて他の無線装置を制御する無線装置であって、保
持手段と、第１および第２の送信手段とを備える。保持手段は、当該無線装置に割り当て
られた第１の識別情報と、当該無線装置に隣接する隣接無線装置に割り当てられた第２の
識別情報とを保持する。第１の送信手段は、第２の識別情報を規定するフレーム長を有し
、かつ、第２の識別情報を規定するフレーム数に等しい個数の第１の無線フレームを生成
し、その生成した第１の無線フレームを送信する。第２の送信手段は、第１の送信手段に
よって第１の無線フレームが送信された後、隣接無線装置が制御可能情報であることを示
す第１の通知を受信すると、データを送信する。
【００４３】
　割り当てられた識別情報がより短いフレーム長およびより少ないフレーム数によって規
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定される場合、第１の無線フレームの送信による消費電力を低減できる。また、第１の無
線フレームの送信に要する時間を短縮できる。
【００４４】
　好ましくは、第１の送信手段は、第２の識別情報に誤りが生じたとき、バックアップＩ
Ｄとしての隣接無線装置のＭＡＣアドレスを表すフレーム長を有する第２の無線フレーム
を生成し、その生成した第２の無線フレームを送信する。
【００４５】
　第２の識別情報が誤っているとき、隣接無線装置のＭＡＣアドレスを用いて隣接無線装
置が制御される。
【００４６】
　従って、第２の識別情報が誤っていても、隣接無線装置を制御することができる。
【００４７】
　更に、この発明の実施の形態によれば、無線装置は、送信手段と、受信手段と、割当手
段とを備える。送信手段は、無線装置を制御するための識別情報の割当要求を示すフレー
ム長を有する第１の無線フレームを送信する。受信手段は、他の無線装置の識別情報と他
の無線装置に隣接する無線装置の識別情報とを含む識別情報リストを受信する。割当手段
は、第１の無線フレームの送信回数が基準値に達するまでに受信手段によって受信された
ｎ（ｎ＝０，１，２，３，・・・）個の前記識別情報リストに基づいて、他の無線装置に
割り当てられていない識別情報のうち、最も短いフレーム長および最も少ないフレーム数
によって規定される識別情報を当該無線装置に割り当てる。
【００４８】
　隣接無線装置に割り当てられていない識別情報が自律的に当該無線装置に割り当てられ
る。
【００４９】
　従って、無線ネットワークを構成する無線装置のトポロジーに即して識別情報を割り当
てることができる。
【００５０】
　好ましくは、送信手段は、受信手段が他の無線装置から第１の無線フレームを受信する
と、一定時間、待機し、一定時間が経過すると、第１の無線フレームの送信回数が基準値
に達するまでに第１の無線フレームを再送する。
【００５１】
　より多くの識別情報リストが収集され、その収集されたより多くの識別情報リストに含
まれていない識別情報のうち、最も短いフレーム長および最も少ないフレーム数によって
規定される識別情報が当該無線装置に割り当てられる。
【００５２】
　従って、同じ識別情報が当該無線装置および隣接無線装置に割り当てられるのを抑制で
きる。
【００５３】
　好ましくは、送信手段は、当該無線装置に識別情報を割り当てた後、当該無線装置に隣
接する隣接無線装置の間で同じ識別情報が割り当てられた無線装置が存在すると判定した
とき、更に、識別情報の再割当を指示する再割当指示を隣接無線装置へ送信する。
【００５４】
　従って、同じ識別情報が複数の隣接無線装置に割り当てられるのを抑制できる。
【００５５】
　好ましくは、送信手段は、割当手段による識別情報の割当が完了すると、更に、割当手
段によって割り当てられた識別情報と当該無線装置に隣接する無線装置に割り当てられた
識別情報とを含む割当完了メッセージを送信する。
【００５６】
　割り当てた識別情報を当該無線装置および隣接無線装置間で共有できる。
【００５７】



(8) JP 2018-166344 A 2018.10.25

10

20

30

40

50

　更に、この発明の実施の形態によれば、無線通信システムは、上記のいずれかに記載の
無線装置を備える。
【００５８】
　従って、無線通信システムにおける消費電力を低減できる。
【００５９】
　更に、この発明の実施の形態によれば、コンピュータに実行させるためのプログラムは
、検出手段が、無線ネットワークを構成する無線装置の配置状態を示すトポロジーを検出
し、その検出したトポロジーを示すトポロジー情報に基づいて、無線ネットワークを構成
する無線装置の総数、無線ネットワークを構成する無線装置に含まれ、かつ、他の無線装
置からデータを収集する第１の無線装置からの近さの度合いを示す近さ指標、無線ネット
ワークを構成する無線装置に隣接する隣接無線装置の個数、各無線装置間のホップ数、お
よび無線ネットワークを構成する各無線装置よりも下位層に存在し、かつ、無線ネットワ
ークを構成する各無線装置から１ホップ以上の位置に存在する子ノードの総数のいずれか
を検出する第１のステップと、収集手段が、所望の時間長において無線装置を制御する回
数である制御回数、各無線装置における受信信号強度、および各無線装置において所望の
時間長に送信されるフレームの数であるフレーム送信数のいずれかを収集する第２のステ
ップと、割当手段が、検出手段による検出結果および収集手段による収集結果のいずれか
に基づいて、最も短いフレーム長および最も少ないフレーム数によって規定された基準識
別情報からフレーム長またはフレーム長およびフレーム数が順次増加するように無線装置
を制御するための識別情報を無線ネットワークを構成する全ての無線装置に割り当てる割
当処理を実行する第３のステップとをコンピュータに実行させる。
【００６０】
　この発明の実施の形態によるプログラムを実行することによって、無線ネットワークを
構成する無線装置のトポロジーを示すトポロジー情報に基づいて検出された各種の指標、
または収集された各種の指標を用いて、基準識別情報からフレーム長またはフレーム長お
よびフレーム数が順次増加するように識別情報が無線ネットワークを構成する全ての無線
装置に割り当てられる。その結果、無線ネットワークを構成する無線装置の識別情報は、
各無線装置によってフレーム長またはフレーム長およびフレーム数が異なる。そして、よ
り短いフレーム長およびより少ないフレーム数によって規定される識別情報が割り当てら
れた無線装置に識別情報を含む信号を送信する無線装置は、識別情報を構成する無線フレ
ームを少ない消費電力で送信する。
【００６１】
　従って、識別情報の送信による消費電力を低減できる。
【００６２】
　また、より短いフレーム長およびより少ないフレーム数によって規定される識別情報が
割り当てられた無線装置は、識別情報を構成する無線フレームを少ない消費電力で受信す
る。
【００６３】
　従って識別情報の受信による消費電力を低減できる。
【００６４】
　好ましくは、割当手段は、収集手段によって制御回数が収集されたとき、第３のステッ
プにおいて、制御回数が最も多い無線装置から制御回数が最も少ない無線装置に向かって
割当処理を実行する。
【００６５】
　この発明の実施の形態によるプログラムを実行することによって、制御回数が多い無線
装置ほど、より短いフレーム長およびより少ないフレーム数によって規定される識別情報
が割り当てられるので、識別情報の受信による消費電力を低減できる。また、１回の制御
に要する時間を短縮できる。
【００６６】
　好ましくは、割当手段は、検出手段によって無線装置の総数が検出されたとき、第３の
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ステップにおいて、無線装置の総数に基づいて、割当処理を実行する。
【００６７】
　この発明の実施の形態によるプログラムを実行することによって、無線装置の総数に依
存して、用いられる識別情報の個数が決定される。そして、その決定された個数の識別情
報は、相互に、フレーム長またはフレーム長およびフレーム数が異なる。
【００６８】
　従って、全ての識別情報が同じフレーム数によって規定される場合に比べて、各無線装
置における識別情報の送信および受信による消費電力を低減でき、無線ネットワークの消
費電力を低減できる。
【００６９】
　好ましくは、割当手段は、検出手段によって近さ指標が検出されたとき、第３のステッ
プにおいて、第１の無線装置に最も近い無線装置から第１の無線装置に最も遠い無線装置
に向かって割当処理を実行する。
【００７０】
　この発明の実施の形態によるプログラムを実行することによって、第１の無線装置に近
い無線装置ほど、より短いフレーム長およびより少ないフレーム数によって規定される識
別情報が割り当てられ、第１の無線装置から遠い無線装置ほど、より長いフレーム数およ
びより多いフレーム数によって規定される識別情報が割り当てられる。
【００７１】
　従って、第１の無線装置に近い無線装置は、制御される回数が多くなっても、制御され
るときの消費電力を低減できる、また、第１の無線装置に近い無線装置は、制御される回
数が多くなっても、制御されるときの時間を短縮できる。
【００７２】
　好ましくは、割当手段は、検出手段によって隣接無線装置が検出されたとき、第３のス
テップにおいて、隣接無線装置の個数が最も多い無線装置から隣接無線装置の個数が最も
少ない無線装置に向かって割当処理を実行する。
【００７３】
　この発明の実施の形態によるプログラムを実行することによって、隣接無線装置の個数
が多い無線装置ほど、より短いフレーム長およびより少ないフレーム数によって規定され
る識別情報が割り当てられ、隣接無線装置の個数が少ない無線装置ほど、より長いフレー
ム数およびより多いフレーム数によって規定される識別情報が割り当てられる。
【００７４】
　従って、隣接無線装置の個数が多い無線装置は、制御される回数が多くなっても、制御
されるときの消費電力を低減できる、また、隣接無線装置の個数が多い無線装置は、制御
される回数が多くなっても、制御されるときの時間を短縮できる。
【００７５】
　好ましくは、割当手段は、収集手段によって受信信号強度が収集されたとき、第３のス
テップにおいて、受信信号強度が最も小さい無線リンクを有する無線装置から受信信号強
度が最も大きい無線リンクを有する無線装置に向かって割当処理を実行する。
【００７６】
　この発明の実施の形態によるプログラムを実行することによって、受信信号強度が小さ
い無線リンクを有する無線装置ほど、より短いフレーム長およびより少ないフレーム数に
よって規定される識別情報が割り当てられ、受信信号強度が大きい無線リンクを有する無
線装置ほど、より長いフレーム長およびより多いフレーム数によって規定される識別情報
が割り当てられる。
【００７７】
　従って、受信信号強度が小さい無線リンクを有する無線装置の制御に成功する確率を増
加させることができる。また、受信信号強度が小さい無線リンクを有する無線装置の制御
の失敗による識別情報を含む信号の再送時のオーバーヘッドを低減できる。
【００７８】
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　好ましくは、割当手段は、検出手段によってホップ数が検出されたとき、第３のステッ
プにおいて、ホップ数がｈ（ｈは１以上の整数）ホップ以上である２つの無線装置に同じ
識別情報を割り当てながら割当処理を実行する。
【００７９】
　この発明の実施の形態によるプログラムを実行することによって、より短いフレーム長
およびより少ないフレーム数によって規定される識別情報がｈホップ以上離れた無線装置
間で再利用される。その結果、無線ネットワークにおいて使用される識別情報を規定する
フレーム長およびフレーム数が低減される。
【００８０】
　従って、各無線装置における識別情報の送受信による消費電力を低減でき、無線ネット
ワークの消費電力を低減できる。
【００８１】
　好ましくは、割当手段は、第３のステップにおいて、収集手段によって前記フレーム送
信数が収集されたとき、フレーム送信数が最も多い無線装置からフレーム送信数が最も少
ない無線装置に向かって割当処理を実行する。
【００８２】
　この発明の実施の形態によるプログラムを実行することによって、フレーム送信数が多
い無線装置ほど、より短いフレーム長およびより少ないフレーム数によって規定される識
別情報が割り当てられ、フレーム送信数が少ない無線装置ほど、より長いフレーム長およ
びより多いフレーム数によって規定される識別情報が割り当てられる。
【００８３】
　従って、フレーム送信数が多い無線装置は、制御される回数が多くなっても、制御され
ることに要する消費電力を低減できる、また、フレーム送信数が多い無線装置は、制御さ
れる回数が多くなっても、制御されることに要する時間を短縮できる。
【００８４】
　好ましくは、割当手段は、第３のステップにおいて、検出手段によって子ノードの総数
が検出されたとき、子ノードの総数が最も多い無線装置から子ノードの総数が最も少ない
無線装置に向かって割当処理を実行する。
【００８５】
　この発明の実施の形態によるプログラムを実行することによって、子ノードの総数が多
い無線装置ほど、より短いフレーム長およびより少ないフレーム数によって規定される識
別情報が割り当てられ、子ノードの総数が少ない無線装置ほど、より長いフレーム長およ
びより多いフレーム数によって規定される識別情報が割り当てられる。
【００８６】
　従って、子ノードの総数が多い無線装置は、制御される回数が多くなっても、制御され
るときの消費電力を低減できる、また、子ノードの総数が多い無線装置は、制御される回
数が多くなっても、制御されるときの時間を短縮できる。
【００８７】
　更に、この発明の実施の形態によれば、コンピュータに実行させるためのプログラムは
、上記のいずれかに記載のプログラムをコンピュータに実行させることによって割り当て
られた識別情報を用いて他の無線装置の制御をコンピュータに実行させるためのプログラ
ムであって、保持手段が、当該無線装置に割り当てられた第１の識別情報と、当該無線装
置に隣接する隣接無線装置に割り当てられた第２の識別情報とを保持する第４のステップ
と、第１の送信手段が、第２の識別情報を規定するフレーム長を有し、かつ、第２の識別
情報を規定するフレーム数に等しい個数の第１の無線フレームを生成し、その生成した第
１の無線フレームを送信する第５のステップと、第２の送信手段が、第１の送信手段によ
って第１の無線フレームが送信された後、隣接無線装置が制御可能状態であることを示す
第１の通知を受信すると、データを送信する第６のステップとをコンピュータに実行させ
るためのプログラムである。
【００８８】
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　この発明の実施の形態によるプログラムを実行することによって、より短いフレーム長
およびより少ないフレーム数によって規定される識別情報が割り当てられた場合、第１の
無線フレームの送信による消費電力を低減できる。また、第１の無線フレームの送信に要
する時間を短縮できる。
【００８９】
　好ましくは、第１の送信手段は、第２の識別情報に誤りが生じたとき、第５のステップ
において、隣接無線装置のＭＡＣアドレスに基づいて生成されたバックアップＩＤを表す
フレーム長を有する第２の無線フレームを生成し、その生成した第２の無線フレームを送
信する。
【００９０】
　この発明の実施の形態によるプログラムを実行することによって、第２の識別情報が誤
っているとき、隣接無線装置のＭＡＣアドレスを用いて隣接無線装置が制御される。
【００９１】
　従って、第２の識別情報が誤っていても、隣接無線装置を制御することができる。
【００９２】
　更に、この発明の実施の形態によれば、コンピュータに実行させるためのプログラムは
、送信手段が、無線装置を制御するための識別情報の割当要求を示すフレーム長を有する
第１の無線フレームを送信する第１のステップと、受信手段が、他の無線装置の識別情報
Ｄと他の無線装置に隣接する無線装置の識別情報とを含む識別情報リストを受信する第２
のステップと、割当手段が、第１の無線フレームの送信回数が基準値に達するまでに受信
手段によって受信されたｎ（ｎ＝０，１，２，３，・・・）個の識別情報リストに基づい
て、他の無線装置に割り当てられていない識別情報のうち、最も短いフレーム長および最
も少ないフレーム数によって規定される識別情報を当該無線装置に割り当てる第３のステ
ップとをコンピュータに実行させるためのプログラムである。
【００９３】
　この発明の実施の形態によるプログラムを実行することによって、隣接無線装置に割り
当てられていない識別情報が自律的に当該無線装置に割り当てられる。
【００９４】
　従って、無線ネットワークを構成する無線装置のトポロジーに即して識別情報を割り当
てることができる。
【００９５】
　好ましくは、送信手段は、受信手段が他の無線装置から前記第１の無線フレームを受信
すると、一定時間、待機し、一定時間が経過すると、第１のステップにおいて、第１の無
線フレームの送信回数が基準値に達するまでに第１の無線フレームを再送する。
【００９６】
　この発明の実施の形態によるプログラムを実行することによって、より多くの識別情報
リストが収集され、その収集されたより多くの識別情報リストに含まれていない識別情報
のうち、最も短いフレーム長および最も少ないフレーム数によって規定される識別情報が
当該無線装置に割り当てられる。
【００９７】
　従って、同じ識別情報が当該無線装置および隣接無線装置に割り当てられるのを抑制で
きる。
【００９８】
　好ましくは、コンピュータに実行させるためのプログラムは、送信手段が、当該無線装
置に識別情報を割り当てた後、当該無線装置に隣接する隣接無線装置の間で同じ識別情報
が割り当てられた無線装置が存在すると判定したとき、識別情報の再割当を指示する再割
当指示を隣接無線装置へ送信する第７のステップを更にコンピュータに実行させる。
【００９９】
　この発明の実施の形態によるプログラムを実行することによって、同じ識別情報が複数
の隣接無線装置に割り当てられるのを抑制できる。
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【０１００】
　好ましくは、コンピュータに実行させるためのプログラムは、割当手段による識別情報
の割当が完了すると、送信手段が、割当手段によって割り当てられた識別情報と当該無線
装置に隣接する無線装置に割り当てられた識別情報とを含む割当完了メッセージを送信す
る第８のステップを更にコンピュータに実行させる。
【０１０１】
　この発明の実施の形態によるプログラムを実行することによって、割り当てた識別情報
を当該無線装置および隣接無線装置間で共有できる。
【発明の効果】
【０１０２】
　この発明の実施の形態によれば、識別情報の送信による消費電力を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】この発明の実施の形態による無線センサーネットワークの概略図である。
【図２】図１に示す無線ノードの構成を示す概略図である。
【図３】制御パケットＤＩＯの構成図である。
【図４】制御パケットＤＡＯの構成図である。
【図５】ウェイクアップＩＤを構成するフレーム長およびフレーム数を示す図である。
【図６】フレーム長とデータとの対応関係を示す対応表を示す図である。
【図７】図２に示す経路制御部が保持するルーティングテーブルの構成図である。
【図８】図１に示す無線センサーネットワークにおける無線ノードの配置状態を示す図で
ある。
【図９】経路を構築するときの動作を説明するためのフローチャートである。
【図１０】図９に示すフローチャートに従って構築されるトポロジーの例を示す図である
。
【図１１】図７に示すルーティングテーブルの具体例を示す図である。
【図１２】ウェイクアップＩＤが割当方法１によって無線ノードに割り当てられた例を示
す図である。
【図１３】ウェイクアップＩＤが割当方法３によって無線ノードに割り当てられた例を示
す図である。
【図１４】ウェイクアップＩＤが割当方法４によって無線ノードに割り当てられた例を示
す図である。
【図１５】ウェイクアップＩＤが割当方法５によって無線ノードに割り当てられた例を示
す図である。
【図１６】ｈ＝３である場合にウェイクアップＩＤを割り当てた例を示す図である。
【図１７】ウェイクアップＩＤが割当方法７によって無線ノードに割り当てられた例を示
す図である。
【図１８】ウェイクアップＩＤが割当方法８によって無線ノードに割り当てられた例を示
す図である。
【図１９】この発明の実施の形態によるウェイクアップＩＤの割当方法を説明するための
フローチャートである。
【図２０】図１９に示すステップＳ２３の詳細な動作を示すフローチャートである。
【図２１】フレーム長とデータとの対応関係を示す別の対応表を示す図である。
【図２２】ウェイクアップＩＤの自律的な割り当てを行う動作を説明するフローチャート
である。
【図２３】未割当無線ノードによる割込ルーチンを示すフローチャートである。
【図２４】ウェイクアップＩＤの自律的な割当において、ウェイクアップＩＤの割当要求
メッセージを受信した割当済無線ノードの動作を説明するフローチャートである。
【図２５】ウェイクアップＩＤの自律的な割当において、ウェイクアップＩＤの再割当指
示を受信した割当済無線ノードの動作を説明するフローチャートである。
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【図２６】無線ノードを起動させる動作を示す図である。
【図２７】図１に示す無線センサーネットワークにおけるセンサー値の転送動作を説明す
るためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０１０４】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一また
は相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【０１０５】
　図１は、この発明の実施の形態による無線センサーネットワークの概略図である。図１
を参照して、この発明の実施の形態による無線センサーネットワーク１０は、無線ノード
１～７を備える。
【０１０６】
　無線ノード１～７は、無線通信空間に配置される。無線ノード１～７は、例えば、ＩＥ
ＥＥ８０２．１５．４ｇに対応した９２０ＭＨｚ帯で無線通信を行う。
【０１０７】
　無線ノード２～７の各々は、センサーを有する。
【０１０８】
　無線ノード１～７は、後述する方法によって、ＲＰＬ：ＩＰｖ６　Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ　ｆｏｒ　Ｌｏｗ－Ｐｏｗｅｒ　ａｎｄ　Ｌｏｓｓｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ
（ＲＦＣ６５５０）を用いて各無線ノード２～７から無線ノード１までの経路を構築する
。また、無線ノード１～７は、後述する方法によって、ＲＰＬを用いて各無線ノード２～
７から無線ノード１までの経路を維持する。
【０１０９】
　そして、各無線ノード２～７から無線ノード１までの経路が確立された場合、無線セン
サーネットワーク１０は、無線ノード１～７が階層構造に配置されたトポロジーを有する
。この場合、無線ノード１は、最上位層に配置され、無線ノード２～７は、第２層以下に
ツリー状に配置される。
【０１１０】
　この発明の実施の形態においては、無線ノード１を「シンク」とも言う。無線ノード１
は、無線センサーネットワーク１０における無線ノード１～７のトポロジーに基づいて、
後述する方法によって、フレーム長およびフレーム数によって規定されるウェイクアップ
ＩＤを無線ノード１～７に割り当てる。ウェイクアップＩＤは、各無線ノード１～７をス
リープ状態から起動状態へ移行させるためのＩＤである。
【０１１１】
　無線ノード１は、無線ノード１～７にウェイクアップＩＤを割り当てると、その割り当
てたウェイクアップＩＤを無線ノード２～７へ送信する。より具体的には、無線ノード１
は、無線ノード２に割り当てたウェイクアップＩＤと、無線ノード２に隣接する無線ノー
ド１，３，５のウェイクアップＩＤとを無線ノード２へ送信する。無線ノード１は、同様
にして、各無線ノード３～７に割り当てられたウェイクアップＩＤと、各無線ノード３～
７に隣接する無線ノードに割り当てられたウェイクアップＩＤとを各無線ノード３～７に
送信する。
【０１１２】
　無線ノード２～７の各々は、自己のウェイクアップＩＤと、自己に隣接する無線ノード
のウェイクアップＩＤとを無線ノード１から受信し、その受信した自己のウェイクアップ
ＩＤと、自己に隣接する無線ノードのウェイクアップＩＤとを保持する。
【０１１３】
　無線ノード２～７の各々は、センサー（図示せず）によってセンサー値を検出する。そ
して、無線ノード２～７の各々は、その検出したセンサー値を自己から無線ノード１まで
の経路上に存在する無線ノードをウェイクアップＩＤを用いて順次起動させながら無線ノ
ード１（＝シンク）へ送信する。
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【０１１４】
　この場合、各無線ノード２～７から無線ノード１までの経路上に存在する無線ノードは
、後述する方法によって、他の無線ノードから受信したセンサー値を転送する。
【０１１５】
　無線ノード１～７の各々は、ウェイクアップＩＤが割り当てられていないとき、または
ウェイクアップＩＤが誤っている場合、ＭＡＣアドレスをバックアップＩＤとして用い、
隣接する無線ノードを起動させる。
【０１１６】
　図２は、図１に示す無線ノード１の構成を示す概略図である。図２を参照して、無線ノ
ード１は、アンテナ１１，１２と、無線通信部１３と、制御部１４と、経路制御部１５と
、割当部１６と、ウェイクアップ信号受信部１７と、ウェイクアップ信号判定部１８とを
含む。
【０１１７】
　無線ノード１は、スリープ状態と、起動状態とを有する。スリープ状態とは、ウェイク
アップ信号受信部１７およびウェイクアップ信号判定部１８が動作し、無線通信部１３、
制御部１４、経路制御部１５および割当部１６が動作を停止した状態である。
【０１１８】
　また、起動状態とは、ウェイクアップ信号受信部１７およびウェイクアップ信号判定部
１８が動作を停止し、無線通信部１３、制御部１４、経路制御部１５および割当部１６が
動作している状態である。
【０１１９】
　アンテナ１１は、無線通信部１３に接続される。アンテナ１２は、ウェイクアップ信号
受信部１７に接続される。
【０１２０】
　無線通信部１３は、ウェイクアップ信号判定部１８から起動信号を受けると、スリープ
状態から起動状態へ移行する。また、無線通信部１３は、タイマーを内蔵しており、ウェ
イクアップ信号受信部１７およびウェイクアップ信号判定部１８が停止しているとき、一
定間隔Ｔで間欠動作を行う。即ち、無線通信部１３は、一定間隔Ｔのうちの時間Ｔ＿１の
間、起動状態へ移行し、一定間隔Ｔのうちの時間Ｔ＿２の間、スリープ状態へ移行する。
Ｔ＿１，Ｔ＿２は、Ｔ＿１＋Ｔ＿２＝Ｔを満たす。
【０１２１】
　無線通信部１３は、無線センサーネットワーク１０における経路を確立する場合、また
は確立した経路を維持する場合、制御パケットを制御部１４から受け、その受けた制御パ
ケットを変調してアンテナ１１を介して送信する。また、無線通信部１３は、アンテナ１
１を介して制御パケットを受信し、その受信した制御パケットを復調して制御部１４へ出
力する。なお、制御パケットは、ＤＩＯ，ＤＡＯからなる。
【０１２２】
　また、無線通信部１３は、データを含むパケットをアンテナ１１を介して受信し、その
受信したパケットを復調して制御部１４へ出力する。無線通信部１３は、データを含むパ
ケットを制御部１４から受け、その受けたパケットを変調してアンテナ１１を介して送信
する。
【０１２３】
　更に、無線通信部１３は、１時間当たりの無線フレームの送信数であるフレーム送信数
Ｎを計測する。そして、無線通信部１３は、その計測したフレーム送信数Ｎを制御部１４
へ出力する。
【０１２４】
　制御部１４は、ウェイクアップ信号判定部１８から起動信号を受けると、スリープ状態
から起動状態へ移行する。また、制御部１４は、タイマーを内蔵しており、ウェイクアッ
プ信号受信部１７およびウェイクアップ信号判定部１８が停止しているとき、無線通信部
１３と同様にして、一定間隔Ｔで間欠動作を行う。
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【０１２５】
　制御部１４は、無線センサーネットワーク１０における経路を確立する場合、または確
立した経路を維持する場合、制御パケットを経路制御部１５から受け、その受けた制御パ
ケットを無線通信部１３へ出力する。また、制御部１４は、制御パケットを無線通信部１
３から受け、その受けた制御パケットを経路制御部１５へ出力する。
【０１２６】
　制御部１４は、無線通信部１３からフレーム送信数Ｎを受け、その受けたフレーム送信
数Ｎを割当部１６へ出力する。
【０１２７】
　制御部１４は、無線ノード１～７に割り当てられたウェイクアップＩＤを割当部１６か
ら受ける。また、制御部１４は、無線センサーネットワーク１０におけるトポロジーを経
路制御部１５から受ける。そうすると、制御部１４は、トポロジーを参照して、各無線ノ
ード１～７に隣接する無線ノードを検出する。そして、制御部１４は、無線ノード１のウ
ェイクアップＩＤと、無線ノード１に隣接する無線ノードのウェイクアップＩＤとを保持
する。また、制御部１４は、無線ノード２のウェイクアップＩＤと、無線ノード２に隣接
する無線ノードのウェイクアップＩＤとを含むパケットを生成し、その生成したパケット
を無線通信部１３へ出力する。更に、制御部１４は、同様にして、無線ノード３～７の各
々についても、無線ノードＡ（＝無線ノード３～７のいずれか）のウェイクアップＩＤと
、無線ノードＡに隣接する無線ノードのウェイクアップＩＤとを含むパケットを生成し、
その生成したパケットを無線通信部１３へ出力する。
【０１２８】
　制御部１４は、無線ノード１に隣接する無線ノードＡＤＪをスリープ状態から起動状態
へ移行させるとき、保持している無線ノードＡＤＪのウェイクアップＩＤを規定するフレ
ーム長を有し、かつ、無線ノードＡＤＪのウェイクアップＩＤを規定するフレーム数に等
しい個数の無線フレームを生成し、その生成した無線フレームをウェイクアップ信号とし
て無線通信部１３へ出力する。
【０１２９】
　制御部１４は、無線ノードＡＤＪのＭＡＣアドレスを経路制御部１５から受ける。そし
て、制御部１４は、割当部１６によって割り当てられたウェイクアップＩＤが誤っている
場合、無線ノードＡＤＪのＭＡＣアドレス（＝バックアップＩＤ）のハッシュ値を演算す
る。その後、制御部１４は、その演算したハッシュ値を後述する方法によってフレーム長
に変換し、その変換したフレーム長を有する無線フレームを生成し、その生成した無線フ
レームをウェイクアップ信号として無線通信部１３へ出力する。
【０１３０】
　制御部１４は、センサー（図示省略）からセンサー値（＝データ）を受け、その受けた
センサー値を含むパケットを生成する。そして、制御部１４は、その生成したパケットを
無線通信部１３へ出力する。
【０１３１】
　制御部１４は、データを含むパケットを無線通信部１３から受け、その受けたパケット
の送信先が無線ノード１であるか否かを判定する。そして、制御部１４は、パケットの送
信先が無線ノード１であると判定したとき、パケットからデータを取り出し、その取り出
したデータを受理する。一方、制御部１４は、パケットの送信先が無線ノード１以外の無
線ノードであると判定したとき、データを含むパケットを無線通信部１３へ出力する。
【０１３２】
　経路制御部１５は、ウェイクアップ信号判定部１８から起動信号を受けると、スリープ
状態から起動状態へ移行する。また、経路制御部１５は、ウェイクアップ信号受信部１７
およびウェイクアップ信号判定部１８が停止しているとき、無線通信部１３と同様にして
、一定間隔Ｔで間欠動作を行う。
【０１３３】
　経路制御部１５は、無線センサーネットワーク１０における経路を確立する場合、また
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は確立した経路を維持する場合、制御パケットを生成し、その生成した制御パケットを制
御部１４へ出力する。経路制御部１５は、制御パケットを制御部１４から受け、その受け
た制御パケットに基づいて、無線センサーネットワーク１０における経路を確立または維
持する。そして、経路制御部１５は、その確立または維持した経路を示す経路情報を保持
する。また、経路制御部１５は、無線センサーネットワーク１０における無線ノード１～
７の配置状態を示すトポロジーを示すトポロジー情報を保持する。
【０１３４】
　経路制御部１５は、無線ノードのＭＡＣアドレスの要求に応じて、経路情報を参照して
無線ノードのＭＡＣアドレスを検出し、その検出したＭＡＣアドレスを制御部１４へ出力
する。
【０１３５】
　割当部１６は、ウェイクアップ信号判定部１８から起動信号を受けると、スリープ状態
から起動状態へ移行する。割当部１６は、起動状態において経路制御部１５からトポロジ
ー情報を受ける。そして、割当部１６は、トポロジー情報を参照して、後述する方法によ
ってフレーム長およびフレーム数によって規定されるウェイクアップＩＤを無線ノード１
～７に割り当て、その割り当てたウェイクアップＩＤを制御部１４へ出力する。
【０１３６】
　ウェイクアップ信号受信部１７およびウェイクアップ信号判定部１８は、タイマーを内
蔵しており、一定の間隔で起動状態へ移行する。
【０１３７】
　ウェイクアップ信号受信部１７は、起動状態において受信電力を検出すると、アンテナ
１２を介してウェイクアップ信号を受信し、その受信したウェイクアップ信号の受信信号
をサンプリング間隔で包絡線検波し、その検波した検波値に基づいてフレーム長を検出す
る。より具体的には、ウェイクアップ信号受信部１７は、検波値における“１”の個数を
カウントし、そのカウントした個数にサンプリング間隔を乗算することによってフレーム
長を検出する。そして、ウェイクアップ信号受信部１７は、フレーム長の検出を少なくと
も１回行い、フレーム長とフレーム数とを検出する。そうすると、ウェイクアップ信号受
信部１７は、その検出したフレーム長およびフレーム数をウェイクアップ信号判定部１８
へ出力する。
【０１３８】
　ウェイクアップ信号判定部１８は、無線ノード１のウェイクアップＩＤ（＝フレーム長
およびフレーム数）およびＭＡＣアドレスを予め保持している。また、ウェイクアップ信
号判定部１８は、フレーム長とデータとの関係を示す対応表を予め保持している。更に、
ウェイクアップ信号判定部１８は、ウェイクアップ信号受信部１７からフレーム長および
フレーム数を受ける。
【０１３９】
　そうすると、ウェイクアップ信号判定部１８は、その受けたフレーム長およびフレーム
数がウェイクアップＩＤを規定するフレーム長およびフレーム数に一致するか否かを判定
する。ウェイクアップ信号判定部１８は、その受けたフレーム長およびフレーム数がウェ
イクアップＩＤを規定するフレーム長およびフレーム数に一致すると判定したとき、起動
信号を生成して無線通信部１３、制御部１４、経路制御部１５および割当部１６へ出力す
る。
【０１４０】
　一方、ウェイクアップ信号判定部１８は、その受けたフレーム長およびフレーム数がウ
ェイクアップＩＤを規定するフレーム長およびフレーム数に一致しないと判定したとき、
ウェイクアップ信号受信部１７から受けたフレーム長を対応表を参照してデータに変換す
る。そして、ウェイクアップ信号判定部１８は、その変換したデータが、保持しているＭ
ＡＣアドレスに一致するか否かを判定する。ウェイクアップ信号判定部１８は、その変換
したデータがＭＡＣアドレスに一致すると判定したとき、起動信号を生成して無線通信部
１３、制御部１４、経路制御部１５および割当部１６へ出力する。
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【０１４１】
　一方、ウェイクアップ信号判定部１８は、その変換したデータがＭＡＣアドレスに一致
しないと判定したとき、フレーム長およびフレーム数を破棄し、何も出力しない。
【０１４２】
　なお、後述するブロードキャストＩＤまたはマルチキャストＩＤが用いられる場合、ウ
ェイクアップ信号判定部１８は、その変換したデータがブロードキャストＩＤまたはマル
チキャストＩＤに一致すると判定したとき、起動信号を生成して無線通信部１３、制御部
１４、経路制御部１５および割当部１６へ出力する。
【０１４３】
　一方、ウェイクアップ信号判定部１８は、その変換したデータがブロードキャストＩＤ
またはマルチキャストＩＤに一致しないと判定したとき、その変換したデータを破棄し、
何も出力しない。
【０１４４】
　ウェイクアップ信号受信部１７およびウェイクアップ信号判定部１８は、一定の間隔で
起動状態へ移行して上述した動作を行い、上述した動作が終了すると、スリープ状態へ移
行する。即ち、ウェイクアップ信号受信部１７およびウェイクアップ信号判定部１８は、
間欠動作を行う。
【０１４５】
　なお、図１に示す無線ノード２～７の各々は、図２に示す無線ノード１から割当部１６
を削除した構成からなる。そして、無線ノード２～７の制御部１４は、無線通信部１３か
らフレーム送信数Ｎを受けると、その受けたフレーム送信数Ｎを含むパケットを生成し、
その生成したパケットを無線通信部１３およびアンテナ１１を介して無線ノード１（＝シ
ンク）へ送信する。
【０１４６】
　図３は、制御パケットＤＩＯの構成図である。図３を参照して、制御パケットＤＩＯは
、ｒｏｏｔのアドレスと、送信先と、送信元と、ＩＤ格納部と、Ｒａｎｋと、ＤＴＳＮと
を含む。
【０１４７】
　ｒｏｏｔのアドレスは、シンクである無線ノード１のアドレスからなる。送信先は、制
御パケットＤＩＯの送信先の無線ノードのアドレスからなる。送信元は、制御パケットＤ
ＩＯを生成した無線ノードのアドレスからなる。ＩＤ格納部は、ＥＳＳＩＤまたはＰＡＮ
ＩＤからなる。Ｒａｎｋは、２５６×ｎ（ｎは、正の整数）からなり、無線ノード１（＝
シンク）からのホップ数が１ホップ増加するごとに“２５６”づつ増加する。そして、Ｒ
ａｎｋは、数値が小さい程、シンク（＝無線ノード１）に近いことを表わす。ＤＴＳＮは
、正の整数からなり、１つの無線ノード（＝無線ノード１～７のいずれか）が新たな制御
パケットＤＩＯを生成するごとに“１”づつ増加する。ＤＴＳＮは、各無線ノード１～７
が同じ無線ノードから制御パケットＤＩＯを受信した場合に、制御パケットＤＡＯを送信
するか否かの判定基準になる。より具体的には、各無線ノード１～７は、同じ無線ノード
から制御パケットＤＩＯを受信した場合に、その受信した制御パケットＤＩＯのＤＴＳＮ
が、以前に受信した制御パケットＤＩＯのＤＴＳＮよりも増加していると判定したとき、
制御パケットＤＡＯを送信し、受信した制御パケットＤＩＯのＤＴＳＮが、以前に受信し
た制御パケットＤＩＯのＤＴＳＮよりも増加していないと判定したとき、制御パケットＤ
ＡＯを送信しない。そして、ＤＴＳＮが増加していることは、親ノードが変更されたこと
に相当する。
【０１４８】
　図４は、制御パケットＤＡＯの構成図である。図４を参照して、制御パケットＤＡＯは
、親ノードのアドレスと、送信元と、ＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅとを含む。
【０１４９】
　親ノードのアドレスは、制御パケットＤＡＯを生成する無線ノードよりも１ホップだけ
シンク側に存在し、制御パケットＤＡＯを生成する無線ノードが無線通信可能な全ての無
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線ノードのアドレスからなる。
【０１５０】
　送信元は、制御パケットＤＡＯを生成する無線ノードのアドレスからなる。ＤＡＯＳｅ
ｑｕｅｎｃｅは、制御パケットＤＡＯのシーケンス番号である。そして、ＤＡＯＳｅｑｕ
ｅｎｃｅの初期値は、“２４０”である。ＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅは、“０”～“２５５
”の範囲の整数からなる。ＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅは、新たな制御パケットＤＡＯが送信
される毎にインクリメントされる。ＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅが“１２８”よりも小さい場
合、最大値は、“１２７”であり、ＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅが“１２８”以上である場合
、最大値は、“２５５”である。ＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅは、“２５５”の次に、“０”
になり、その後、“１”づつインクリメントされる。
【０１５１】
　制御パケットＤＡＯが新しいか否かは、次の方法によって決定される。ここでは、比較
する２つのＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅをそれぞれＡ，Ｂとする。
【０１５２】
　（ｉ）Ａが“１２８”～“２５５”であり、Ｂが“０”～“１２７”である場合
　・（２５６＋Ｂ－Ａ）がＳＥＱＵＥＮＣＥ＿ＷＩＮＤＯＷ（＝１６）以下である場合、
Ａは、Ｂよりも小さい。
【０１５３】
　・（２５６＋Ｂ－Ａ）がＳＥＱＵＥＮＣＥ＿ＷＩＮＤＯＷ（＝１６）よりも大きい場合
、Ｂは、Ａよりも小さい。
【０１５４】
　そして、大きい方（ＡまたはＢ）を有する制御パケットＤＡＯが新しいと判定される。
【０１５５】
　（ｉｉ）両方の値が“１２７”以下、または“１２８”以上である場合
　・２つの値の差の絶対値がＳＥＱＵＥＮＣＥ＿ＷＩＮＤＯＷ（＝１６）以下である場合
、比較結果がそのまま結果となる。
【０１５６】
　・２つの値の差の絶対値がＳＥＱＵＥＮＣＥ＿ＷＩＮＤＯＷ（＝１６）よりも大きい場
合、同期されていないと判定され、２つのＡ，Ｂは、比較できないと判定される。
【０１５７】
　この場合、受信した制御パケットＤＡＯが最新であると判定しないか、最後に受信した
ＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅを有する制御パケットＤＡＯを最新であると判定してもよい。
【０１５８】
　この発明の実施の形態においては、次の３つのウェイクアップＩＤを定義する。
【０１５９】
　（１）ユニキャストＩＤ
　（２）マルチキャストＩＤ
　（３）ブロードキャストＩＤ
【０１６０】
　ユニキャストＩＤは、任意の無線ノードを指し示すウェイクアップＩＤであり、各無線
ノードのＭＡＣアドレス等の一意に無線ノードを特定可能なＩＤである。
【０１６１】
　マルチキャストＩＤは、電波範囲内の特定の無線ノードのグループを起動状態へ移行さ
せるためのウェイクアップＩＤである。
【０１６２】
　マルチキャストＩＤは、ＬｏｃａｌマルチキャストＩＤ、Ｐａｒｅｎｔマルチキャスト
ＩＤおよびＣｈｉｌｄマルチキャストＩＤからなる。
【０１６３】
　ＬｏｃａｌマルチキャストＩＤは、ＥＳＳＩＤまたはＰＡＮＩＤで表わされる同一シス
テムの無線ノードを起動状態へ移行させるためのウェイクアップＩＤである。
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【０１６４】
　ＰａｒｅｎｔマルチキャストＩＤは、無線センサーネットワーク１０において各無線ノ
ード２～７から見た場合に親ノードになる得る無線ノード群を示すウェイクアップＩＤで
ある。
【０１６５】
　ＣｈｉｌｄマルチキャストＩＤは、無線センサーネットワーク１０において各無線ノー
ド１～７から見た場合に子ノードとして収容した無線ノード群を示すウェイクアップＩＤ
である。
【０１６６】
　ブロードキャストＩＤは、電波範囲内の全ての無線ノードを起動状態へ移行させること
ができるウェイクアップＩＤであり、予め無線センサーネットワーク１０において決めら
れている。そして、ブロードキャストＩＤは、無線ノード１～７の経路制御部１５に予め
設定されている。
【０１６７】
　この発明の実施の形態においては、上述したユニキャストＩＤ、マルチキャストＩＤお
よびブロードキャストＩＤをウェイクアップＩＤとして用いる。
【０１６８】
　図５は、ウェイクアップＩＤを構成するフレーム長およびフレーム数を示す図である。
なお、図５に示す割当表ＴＢＬ１は、１つのフレーム長で表現可能なビット数が４ビット
であることを前提としている。
【０１６９】
　図５を参照して、割当表ＴＢＬ１は、ウェイクアップＩＤ（以下、「ＷｕＩＤ」と言う
。）と、第１フレーム長、第２フレーム長、第３フレーム長、・・・および第ｍ（ｍは１
以上の整数）フレーム長とを含む。
【０１７０】
　ＷｕＩＤは、少なくとも１つのフレーム長および少なくとも１つのフレーム数によって
規定される。ＷｕＩＤ１は、１０．８［ｍｓ］のフレーム長および１個のフレーム数によ
って規定される。ＷｕＩＤ２は、１２．８［ｍｓ］のフレーム長および１個のフレーム数
によって規定される。以下、同様にして、ＷｕＩＤ３～ＷｕＩＤ１６は、それぞれ１４．
８［ｍｓ］，１６．８［ｍｓ］，１８．８［ｍｓ］，２０．８［ｍｓ］，２２．８［ｍｓ
］，２４．８［ｍｓ］，２６．８［ｍｓ］，２８．８［ｍｓ］，３０．８［ｍｓ］，３２
．８［ｍｓ］，３４．８［ｍｓ］，３６．８［ｍｓ］，３８．８［ｍｓ］，４０．８［ｍ
ｓ］のフレーム長と、１個のフレーム数とによって規定される。
【０１７１】
　１０．８［ｍｓ］のフレーム長は、無線センサーネットワーク１０において使用される
無線システムにおける最も短いフレーム長である。そして、フレーム長を識別可能な間隔
として２［ｍｓ］を随時加算して１２．８［ｍｓ］～４０．８［ｍｓ］のフレーム長が得
られた。従って、１個のＷｕＩＤを１個のフレーム長によって表した場合、識別可能なＷ
ｕＩＤは、ＷｕＩＤ１～ＷｕＩＤ１６の１６個になる。１つのフレーム長が４ビットを表
すので、２４＝１６であるからである。そして、ＷｕＩＤ１～ＷｕＩＤ１６は、短い順に
割り当てられた１個のフレーム長および１個のフレーム数によって規定される。
【０１７２】
　ＷｕＩＤを１７個以上作成する必要がある場合、１７個目以降のＷｕＩＤは、２個のフ
レーム長および２個のフレーム数によって規定される。
【０１７３】
　より具体的には、ＷｕＩＤ１７は、１０．８［ｍｓ］，１２．８［ｍｓ］のフレーム長
および２個のフレーム数によって規定される。ＷｕＩＤ１８は、１２．８［ｍｓ］，１４
．８［ｍｓ］のフレーム長および２個のフレーム数によって規定される。ＷｕＩＤ１９は
、１４．８［ｍｓ］，１６．８［ｍｓ］のフレーム長および２個のフレーム数によって規
定される。ＷｕＩＤ２０は、１６．８［ｍｓ］，１８．８［ｍｓ］のフレーム長および２
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個のフレーム数によって規定される。以下、同様して、ＷｕＩＤ３１は、３８．８［ｍｓ
］，４０．８［ｍｓ］のフレーム長および２個のフレーム数によって規定される。
【０１７４】
　ＷｕＩＤ１７～ＷｕＩＤ３１は、第１フレーム長と第２フレーム長との和が短い順に割
り当てられた２個のフレーム長および２個のフレーム数によって規定される。
【０１７５】
　ＷｕＩＤを３２個以上作成する必要がある場合、ＷｕＩＤ３２は、１０．８［ｍｓ］，
１２．８［ｍｓ］，１４．８［ｍｓ］のフレーム長および３個のフレーム数によって規定
される。ＷｕＩＤ３３は、１２．８［ｍｓ］，１４．８［ｍｓ］，１６．８［ｍｓ］のフ
レーム長および３個のフレーム数によって規定される。３４個目以降のＷｕＩＤも、同様
に３個のフレーム長および３個のフレーム数によって規定される。このように、３２個目
以降のＷｕＩＤは、３つのフレーム長の和が短い順に割り当てられた３個のフレーム長お
よび３個のフレーム数によって規定される。
【０１７６】
　３個のフレーム長および３個のフレーム数によってＷｕＩＤを規定できなくなった場合
、ＷｕＩＤは、４個のフレーム長の和が短い順に割り当てられた４個のフレーム長および
４個のフレーム数によって規定される。
【０１７７】
　以下、同様にして、ＷｕＩＤは、ｍ個のフレーム長およびｍ個のフレーム数によって規
定される。
【０１７８】
　無線ノード１の割当部１６は、割当表ＴＢＬ１を保持しており、割当表ＴＢＬ１を参照
して、後述する各種の方法によって無線ノード１～７にウェイクアップＩＤを割り当てる
。
【０１７９】
　なお、上記においては、１つのフレーム長が４ビットのビット値を表し、かつ、２個の
フレーム長および２個のフレーム数によって１５個のＷｕＩＤを規定する場合を説明した
が、この発明の実施の形態においては、２個のフレーム長が同じである場合も許容される
ので、１つのフレーム長が４ビットのビット値を表し、かつ、２個のフレーム長および２
個のフレーム数によってＷｕＩＤを規定する場合、１６×１６＝２５６個のＷｕＩＤを規
定できる。また、１つのフレーム長が４ビットのビット値を表し、かつ、３個のフレーム
長および３個のフレーム数によってＷｕＩＤを規定する場合、同様にして、１６×１６×
１６＝４０９６個のＷｕＩＤを規定できる。従って、１つのフレーム長が４ビットのビッ
ト値を表し、かつ、ｍ個のフレーム長およびｍ個のフレーム数によってＷｕｉＤを規定す
る場合、１６ｍ個のＷｕＩＤを規定できる。そして、２個以上のフレーム長および２個以
上のフレーム数でＷｕＩＤを規定する場合、２個以上のフレーム長の和が短い順にフレー
ム長およびフレーム数が割り当てられる。
【０１８０】
　また、割当表ＴＢＬ１においては、２つのフレーム長間の差は、２［ｍｓ］に限らず、
２つのフレーム長を識別可能な差であれば、２［ｍｓ］以外であってもよい。
【０１８１】
　更に、割当表ＴＢＬ１においては、１つのフレーム長は、４ビット以外のビット値を表
してもよい。一般に、１つのフレーム長がｊ（ｊは正の整数）ビットのビット値を表す場
合、１個のフレーム長および１個のフレーム数によって規定されるＷｕＩＤの個数は、２
ｊ個になる。従って、１つのフレーム長がｊビットのビット値を表し、かつ、ｍ個のフレ
ーム長およびｍ個のフレーム数によってＷｕＩＤを規定する場合、（２ｊ）ｍ個のＷｕＩ
Ｄを規定できる。
【０１８２】
　図６は、フレーム長とデータとの対応関係を示す対応表を示す図である。図６を参照し
て、対応表ＴＢＬ２は、フレーム長とデータとを含む。フレーム長およびデータは、相互
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に対応付けられる。
【０１８３】
　１１．８［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘ０に対応付けられ、１２．１［ｍｓ］のフレー
ム長は、０ｘ１に対応付けられ、１２．４［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘ２に対応付けら
れ、１２．７［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘ３に対応付けられ、１３．０［ｍｓ］のフレ
ーム長は、０ｘ４に対応付けられ、１３．３［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘ５に対応付け
られ、１３．６［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘ６に対応付けられる。
【０１８４】
　また、１３．９［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘ７に対応付けられ、１４．２［ｍｓ］の
フレーム長は、０ｘ８に対応付けられ、１４．５［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘ９に対応
付けられ、１４．８［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘＡに対応付けられ、１５．１［ｍｓ］
のフレーム長は、０ｘＢに対応付けられ、１５．４［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘＣに対
応付けられ、１５．７［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘＤに対応付けられ、１６．０［ｍｓ
］のフレーム長は、０ｘＥに対応付けられ、１６．３［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘＦに
対応付けられる。０ｘ０～０ｘＦの各々は、４ビットのビット値からなる。
【０１８５】
　各無線ノード１～７の制御部１４およびウェイクアップ信号判定部１８は、対応表ＴＢ
Ｌ２を保持している。そして、各無線ノード１～７の制御部１４は、ＭＡＣアドレスのハ
ッシュ値を演算し、その演算したハッシュ値を対応表ＴＢＬ２を参照してフレーム長に変
換する。
【０１８６】
　また、各無線ノード１～７のウェイクアップ信号判定部１８は、ウェイクアップ信号受
信部１７から受けたフレーム長を対応表ＴＢＬ２を参照してデータ（ビット値）に変換す
る。
【０１８７】
　図７は、図２に示す経路制御部１５が保持するルーティングテーブルＲＴの構成図であ
る。図７を参照して、ルーティングテーブルＲＴは、送信先と、次の無線ノードと、ホッ
プ数と、Ｒａｎｋとを含む。送信先、次の無線ノード、ホップ数およびＲａｎｋは、相互
に対応付けられる。
【０１８８】
　送信先は、ウェイクアップ信号、制御パケットＤＩＯ，ＤＡＯおよびパケット等の受信
先の無線ノードのＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄからなる。次の無線ノードは、送信先まで
の経路上においてルーティングテーブルＲＴを保持する無線ノードに送信先側で隣接する
無線ノードのＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ＿ＮＢからなる。
【０１８９】
　ホップ数は、ルーティングテーブルＲＴを保持する無線ノードから送信先の無線ノード
までのホップ数ｈからなる。Ｒａｎｋは、送信先（無線ノード）のシンク（＝無線ノード
）に対する近さの程度を示し、ｒ＝２５６×ｊ（＝２５６，５１２，７６８，・・・）か
らなる。
【０１９０】
　図８は、図１に示す無線センサーネットワーク１０における無線ノード１～３の配置状
態を示す図である。
【０１９１】
　図８を参照して、無線ノード１～３は、それぞれ、電波範囲ＲＥＧ１～ＲＥＧ３を有す
る。無線ノード１は、２つの電波範囲ＲＥＧ１，ＲＥＧ２が重なった領域に存在する。無
線ノード２は、３つの電波範囲ＲＥＧ１～ＲＥＧ３が重なった領域に存在する。無線ノー
ド３は、２つの電波範囲ＲＥＧ２，ＲＥＧ３が重なった領域に存在する。
【０１９２】
　このように、自己の電波範囲がシンク（＝無線ノード１）まで届かない無線ノードが存
在する状態において、各無線ノード２～７からシンク（＝無線ノード１）までの経路の構
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築が行われる。
【０１９３】
　経路の構築方法について説明する。図９は、経路を構築するときの動作を説明するため
のフローチャートである。図９を参照して、経路を構築する動作が開始されると、無線ノ
ード１（＝シンク）の制御部１４は、ウェイクアップ信号のウェイクアップＩＤとしてブ
ロードキャストＩＤを経路制御部１５から受ける。
【０１９４】
　そして、無線ノード１の制御部１４は、無線ノード２のＭＡＣアドレスのハッシュ値を
演算し、１２ビットのハッシュ値ａ１ａ２ａ３ａ４ａ５ａ６ａ７ａ８ａ９ａ１０ａ１１ａ

１２を取得する。その結果、ブロードキャストＩＤは、ａ９ａ１０ａ１１ａ１２＝０ｘ２
、ａ５ａ６ａ７ａ８＝０ｘ０、ａ１ａ２ａ３ａ４＝０ｘ３として、０ｘＦ，０ｘ２，０ｘ
０，０ｘ３によって表される。
【０１９５】
　その後、無線ノード１の制御部１４は、対応表ＴＢＬ２を参照して、０ｘＦに対応する
１６．３［ｍｓ］のフレーム長ＦＬ１と、０ｘ２に対応する１２．４［ｍｓ］のフレーム
長ＦＬ２と、０ｘ０に対応する１１．８［ｍｓ］のフレーム長ＦＬ３と、０ｘ３に対応す
る１２．７［ｍｓ］のフレーム長ＦＬ４とを検出する。
【０１９６】
　そうすると、無線ノード１の制御部１４は、４個のフレーム長ＦＬ１～ＦＬ４をそれぞ
れ有する４個の無線フレームＦＲ１～ＦＲ４を生成して無線通信部１３へ出力する。
【０１９７】
　無線ノード１の無線通信部１３は、４個の無線フレームＦＲ１～ＦＲ４を制御部１４か
ら受け、その受けた４個の無線フレームＦＲ１～ＦＲ４からなるウェイクアップ信号Ｗｕ
Ｓを変調し、その変調したウェイクアップ信号ＷｕＳをアンテナ１１を介してブロードキ
ャストする（ステップＳ１）。
【０１９８】
　無線ノード２のウェイクアップ信号受信部１７は、一定の間隔で起動状態へ移行し、ア
ンテナ１２を介して受信電力の有無を確認する。そして、無線ノード２のウェイクアップ
信号受信部１７は、受信電力を検出すると、アンテナ１２を介してウェイアップ信号Ｗｕ
Ｓを受信し、その受信したウェイクアップ信号ＷｕＳの受信電波に基づいて、４個のフレ
ーム長ＦＬ１～ＦＬ４を検出する。
【０１９９】
　より具体的には、無線ノード２のウェイクアップ信号受信部１７は、アンテナ１２を介
してウェイクアップ信号を受信し、その受信したウェイクアップ信号の受信信号をサンプ
リング間隔（＝１０μｓ）で包絡線検波してビット列を得る。
【０２００】
　その後、無線ノード２のウェイクアップ信号受信部１７は、ビット列の先頭から“１”
の個数をカウントし、ビット列のビット値が“０”になると、カウントを停止し、そのカ
ウントを停止したときのカウント値を“１”の個数Ｎ１とするとともにカウント値をリセ
ットする。その後、無線ノード２のウェイクアップ信号受信部１７は、ビット列のビット
値が“１”になると、ビット列のビット値が“０”になるまで“１”の個数をカウントし
、ビット列のビット値が“０”になると、カウントを停止し、そのカウントを停止したと
きのカウント値を“１”の個数Ｎ２とするとともにカウント値をリセットする。
【０２０１】
　無線ノード２のウェイクアップ信号受信部１７は、この動作をビット列の最後まで繰り
返し実行して４つの“１”の個数Ｎ１～Ｎ４を得る。
【０２０２】
　そして、無線ノード２のウェイクアップ信号受信部１７は、個数Ｎ１にサンプリング間
隔（＝１０μｓｅｃ）を乗算して１６．３［ｍｓ］のフレーム長を取得し、個数Ｎ２にサ
ンプリング間隔（＝１０μｓｅｃ）を乗算して１２．４［ｍｓ］のフレーム長を取得し、
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個数Ｎ３にサンプリング間隔（＝１０μｓ）を乗算して１１．８［ｍｓ］のフレーム長を
取得し、個数Ｎ４にサンプリング間隔（＝１０μｓ）を乗算して１２．７［ｍｓ］のフレ
ーム長を取得する。
【０２０３】
　そうすると、無線ノード２のウェイクアップ信号受信部１７は、１６．３［ｍｓ］のフ
レーム長、１２．４［ｍｓ］のフレーム長、１１．８［ｍｓ］のフレーム長、および１２
．７［ｍｓ］のフレーム長をウェイクアップ信号判定部１８へ出力する。
【０２０４】
　無線ノード２のウェイクアップ信号判定部１８は、１６．３［ｍｓ］のフレーム長、１
２．４［ｍｓ］のフレーム長、１１．８［ｍｓ］のフレーム長、および１２．７［ｍｓ］
のフレーム長をウェイクアップ信号受信部１７から受ける。
【０２０５】
　そして、無線ノード２のウェイクアップ信号判定部１８は、対応表ＴＢＬ２を参照して
、１６．３［ｍｓ］のフレーム長に対応する０ｘＦを検出し、１２．４［ｍｓ］のフレー
ム長に対応する０ｘ２を検出し、１１．８［ｍｓ］のフレーム長に対応する０ｘ０を検出
し、１２．７［ｍｓ］のフレーム長に対応する０ｘ３を検出する。その後、無線ノード２
のウェイクアップ信号判定部１８は、０ｘＦ，０ｘ２，０ｘ０，０ｘ３を一列に配列して
ビット列からなるブロードキャストＩＤを取得する。
【０２０６】
　そうすると、無線ノード２のウェイクアップ信号判定部１８は、ブロードキャストＩＤ
が、予め保持したウェイクアップＩＤ（＝ブロードキャストＩＤ）に一致すると判定し、
起動信号を生成して無線通信部１３、制御部１４、経路制御部１５および割当部１６へ出
力する。これによって、無線ノード２は、スリープ状態から起動状態へ移行する（ステッ
プＳ２）。
【０２０７】
　その後、無線ノード２の制御部１４は、無線ノード２のＭＡＣアドレスを含む起動通知
を生成し、その生成した起動通知を無線通信部１３へ出力する。そして、無線ノード２の
無線通信部１３は、起動通知を制御部１４から受け、その受けた起動通知を変調し、その
変調した起動通知をアンテナ１１を介してブロードキャストする。
【０２０８】
　無線ノード１の無線通信部１３は、アンテナ１１を介して起動通知を受信する。そして
、無線ノード１の制御部１４は、無線通信部１３から起動通知を受ける。
【０２０９】
　無線ノード１の制御部１４は、起動通知を受けると、無線ノード２が起動状態へ移行し
たことを検知する。
【０２１０】
　そして、無線ノード１の経路制御部１５は、無線ノード１（＝シンク）のＭＡＣアドレ
スＭＡＣａｄｄ１からなるｒｏｏｔのアドレスと、無線ノード２のＭＡＣアドレスＭＡＣ
ａｄｄ２からなる送信先と、無線ノード１（＝シンク）のＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ１
からなる送信元と、ＥＳＳＩＤまたはＰＡＮＩＤからなるＩＤ格納部と、２５６からなる
Ｒａｎｋと、１からなるＤＴＳＮとを含むＤＩＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２
／ＭＡＣａｄｄ１／ＥＳＳＩＤ／２５６／１］を生成し、その生成したＤＩＯ１＝［ＭＡ
Ｃａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／ＭＡＣａｄｄ１／ＥＳＳＩＤ／２５６／１］を制御部１４
へ出力する。
【０２１１】
　無線ノード１の制御部１４は、ＤＩＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／ＭＡＣ
ａｄｄ１／ＥＳＳＩＤ／２５６／１］を経路制御部１５から受け、その受けたＤＩＯ１＝
［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／ＭＡＣａｄｄ１／ＥＳＳＩＤ／２５６／１］を無線
通信部１３へ出力する。
【０２１２】
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　無線ノード１の無線通信部１３は、ＤＩＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／Ｍ
ＡＣａｄｄ１／ＥＳＳＩＤ／２５６／１］を制御部１４から受け、その受けたＤＩＯ１＝
［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／ＭＡＣａｄｄ１／ＥＳＳＩＤ／２５６／１］を変調
する。そして、無線ノード１の無線通信部１３は、その変調したＤＩＯ１＝［ＭＡＣａｄ
ｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／ＭＡＣａｄｄ１／ＥＳＳＩＤ／２５６／１］をアンテナ１１を介
して送信する（ステップＳ３）。その後、無線ノード１は、起動状態からスリープ状態へ
移行する。
【０２１３】
　一方、無線ノード２の無線通信部１３は、アンテナ１１を介してＤＩＯ１＝［ＭＡＣａ
ｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／ＭＡＣａｄｄ１／ＥＳＳＩＤ／２５６／１］を受信し（ステッ
プＳ４）、その受信したＤＩＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／ＭＡＣａｄｄ１
／ＥＳＳＩＤ／２５６／１］を制御部１４へ出力する。
【０２１４】
　そして、無線ノード２の制御部１４は、ＤＩＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２
／ＭＡＣａｄｄ１／ＥＳＳＩＤ／２５６／１］を無線通信部１３から受け、その受けたＤ
ＩＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／ＭＡＣａｄｄ１／ＥＳＳＩＤ／２５６／１
］を経路制御部１５へ出力する。
【０２１５】
　無線ノード２の経路制御部１５は、ＤＩＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／Ｍ
ＡＣａｄｄ１／ＥＳＳＩＤ／２５６／１］を制御部１４から受ける。そして、無線ノード
２の経路制御部１５は、ＤＩＯ１の先頭のアドレスＭＡＣａｄｄ１を参照して、ｒｏｏｔ
が無線ノード１であることを検知する。また、無線ノード２の経路制御部１５は、ＤＩＯ
１の２個目のアドレスＭＡＣａｄｄ２を参照して、ＤＩＯ１の送信先が無線ノード２であ
ることを検知する。更に、無線ノード２の経路制御部１５は、ＤＩＯ１の３個目のアドレ
スＭＡＣａｄｄ１を参照してＤＩＯ１の送信元が無線ノード１（＝シンク）であることを
検知する。更に、無線ノード２の経路制御部１５は、“２５６”からなるＲａｎｋおよび
“１”からなるＤＴＳＮをＤＩＯ１から取り出して保持する。そして、無線ノード２の経
路制御部１５は、“２５６”からなるＲａｎｋに基づいて、無線ノード１（＝シンク）か
ら無線ノード２までのホップ数が“１”であることを検知する。“２５６”のＲａｎｋは
、Ｒａｎｋの最小値であり、無線ノード２は、その最小値である“２５６”からなるＲａ
ｎｋを無線ノード１（＝シンク）から直接受信したからである。また、無線ノード２の経
路制御部１５は、無線ノード１（＝シンク）が最小のＲａｎｋを有するので、無線ノード
１（＝シンク）が無線ノード２の親ノードであることを検知する。
【０２１６】
　そうすると、無線ノード２の経路制御部１５は、ルーティングテーブルＲＴの送信先に
ＭＡＣａｄｄ１を格納し、次の無線ノードにＭＡＣａｄｄ１を格納し、ホップ数に“１”
を格納し、Ｒａｎｋに“２５６”を格納する。そして、無線ノード２の経路制御部１５は
、“２５６”のＲａｎｋに基づいて、無線ノード２のＲａｎｋが“５１２”からなること
を検知し、“５１２”のＲａｎｋを保持する。
【０２１７】
　その後、無線ノード２の経路制御部１５は、ＤＩＯを最初に受信したので、“１”から
なるＤＴＳＮに基づいて、ＤＴＳＮが増加したことを検知し、ＤＡＯを送信すると判定す
る。
【０２１８】
　そうすると、無線ノード２の制御部１４は、経路制御部１５からの依頼に応じて、ウェ
イクアップ信号のウェイクアップＩＤとしてユニキャストＩＤを生成する。ＤＡＯは、無
線ノード１へ送信されるので、無線ノード２の制御部１４は、無線ノード１のＭＡＣアド
レスＭＡＣａｄｄ１を経路制御部１５から受ける。そして、無線ノード２の制御部１４は
、ＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ１のハッシュ値を演算し、１２ビットのハッシュ値ｂ１ｂ

２ｂ３ｂ４ｂ５ｂ６ｂ７ｂ８ｂ９ｂ１０ｂ１１ｂ１２を取得する。その結果、ユニキャス
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トＩＤは、ｂ９ｂ１０ｂ１１ｂ１２＝０ｘ５、ｂ５ｂ６ｂ７ｂ８＝０ｘ２、ｂ１ｂ２ｂ３

ｂ４＝０ｘ８として、０ｘ１，０ｘ５，０ｘ２，０ｘ８によって表される。
【０２１９】
　その後、無線ノード２の制御部１４は、対応表ＴＢＬ２を参照して、０ｘ１に対応する
１２．１［ｍｓ］のフレーム長ＦＬ５と、０ｘ５に対応する１３．３［ｍｓ］のフレーム
長ＦＬ６と、０ｘ２に対応する１２．４［ｍｓ］のフレーム長ＦＬ７と、０ｘ８に対応す
る１４．２［ｍｓ］のフレーム長ＦＬ８とを検出する。
【０２２０】
　そうすると、無線ノード２の制御部１４は、４個のフレーム長ＦＬ５～ＦＬ８をそれぞ
れ有する４個の無線フレームＦＲ５～ＦＲ８を生成して無線通信部１３へ出力する。
【０２２１】
　無線ノード２の無線通信部１３は、４個の無線フレームＦＲ５～ＦＲ８を制御部１４か
ら受け、その受けた４個の無線フレームＦＲ５～ＦＲ８からなるウェイクアップ信号Ｗｕ
Ｓを変調し、その変調したウェイクアップ信号ＷｕＳをアンテナ１１を介してブロードキ
ャストする（ステップＳ５）。
【０２２２】
　無線ノード１のウェイクアップ信号受信部１７は、一定の間隔で起動状態へ移行し、受
信電力の有無を確認する。そして、無線ノード１のウェイクアップ信号受信部１７は、受
信電力を検出すると、アンテナ１２を介してウェイクアップ信号ＷｕＳを受信し、その受
信したウェイクアップ信号ＷｕＳの受信電波に基づいて、上述した方法によって４個のフ
レーム長ＦＬ５～ＦＬ８を検出する。そうすると、無線ノード１のウェイクアップ信号受
信部１７は、４個のフレーム長ＦＬ５～ＦＬ８をウェイクアップ信号判定部１８へ出力す
る。
【０２２３】
　無線ノード１のウェイクアップ信号判定部１８は、４個のフレーム長ＦＬ５～ＦＬ８を
ウェイクアップ信号受信部１７から受けると、対応表ＴＢＬ２を参照して、上述した方法
によって４個のフレーム長ＦＬ５～ＦＬ８をそれぞれビット値０ｘ１，０ｘ５，０ｘ２，
０ｘ８に変換してユニキャストＩＤを取得する。
【０２２４】
　そうすると、無線ノード１のウェイクアップ信号判定部１８は、ユニキャストＩＤが、
予め保持したウェイクアップＩＤに一致すると判定し、起動信号を生成して無線通信部１
３、制御部１４、経路制御部１５および割当部１６へ出力する。これによって、無線ノー
ド１は、スリープ状態から起動状態へ移行する（ステップＳ６）。
【０２２５】
　その後、無線ノード１は、無線ノード２と同じ方法によって起動通知を生成してブロー
ドキャストする。
【０２２６】
　そうすると、無線ノード２の経路制御部１５は、無線ノード１から送信された起動通知
に応じて、ＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ１からなる親ノードのアドレスと、ＭＡＣアドレ
スＭＡＣａｄｄ２からなる送信元と、“１”からなるＤＡＯＳｅｑｕｅｎｃｅとを含むＤ
ＡＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／１］を生成して制御部１４へ出力する。
【０２２７】
　無線ノード２の制御部１４は、ＤＡＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／１］を
経路制御部１５から受け、その受けたＤＡＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／１
］を無線通信部１３へ出力する。
【０２２８】
　無線ノード２の無線通信部１３は、ＤＡＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／１
］を制御部１４から受け、その受けたＤＡＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／１
］を変調する。そして、無線ノード２の無線通信部１３は、その変調したＤＡＯ１＝［Ｍ
ＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／１］をアンテナ１１を介して送信する（ステップＳ７）
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。
【０２２９】
　その後、無線ノード２は、起動状態からスリープ状態へ移行する。
【０２３０】
　無線ノード１の無線通信部１３は、アンテナ１１を介してＤＡＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１
／ＭＡＣａｄｄ２／１］を受信し（ステップＳ８）、その受信したＤＡＯ１＝［ＭＡＣａ
ｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／１］を復調して制御部１４へ出力する。
【０２３１】
　無線ノード１の制御部１４は、ＤＡＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／１］を
無線通信部１３から受け、その受けたＤＡＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／１
］を経路制御部１５へ出力する。
【０２３２】
　無線ノード１の経路制御部１６３は、ＤＡＯ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／
１］を制御部１４から受ける。そして、無線ノード１の経路制御部１５は、ＤＡＯ１の先
頭のアドレスＭＡＣａｄｄ１および２番目のアドレスＭＡＣａｄｄ２を参照して、無線ノ
ード２が無線ノード１の子ノードであることを検知する。無線ノード１は、無線ノード２
からＤＡＯ１を直接受信したからである。そうすると、無線ノード２の経路制御部１５は
、ルーティングテーブルＲＴの送信先および次の無線ノードにアドレスＭＡＣａｄｄ２を
格納し、ホップ数に“１”を格納し、Ｒａｎｋに“５１２”を格納する。この場合、無線
ノード１の経路制御部１５は、ＤＡＯ１を無線ノード２から直接受信したので、無線ノー
ド１から無線ノード２までのホップ数が“１”であることが解る。また、無線ノード１の
経路制御部１５は、無線ノード１から無線ノード２までのホップ数が“１”であるので、
無線ノード２のＲａｎｋが“５１２”であることが解る。
【０２３３】
　その後、無線ノード２は、ステップＳ１における無線ノード１の動作と同じ動作を実行
し、ウェイクアップ信号ＷｕＳをブロードキャストする（ステップＳ９）。
【０２３４】
　そして、無線ノード３は、ステップＳ２における無線ノード２の動作と同じ動作によっ
てスリープ状態から起動状態へ移行し（ステップＳ１０）、アドレスＭＡＣａｄｄ３を含
む起動通知をブロードキャストする。
【０２３５】
　その後、無線ノード２は、起動通知を受信すると、ステップＳ３における無線ノード１
の動作と同じ動作によってＤＩＯを送信し（ステップＳ１１）、起動状態からスリープ状
態へ移行する。
【０２３６】
　無線ノード３は、ＤＩＯを受信し（ステップＳ１２）、その受信したＤＩＯに基づいて
、上述した無線ノード２と同じ方法によってルーティングテーブルＲＴに新たな経路の経
路情報を格納する。また、無線ノード３は、受信したＤＩＯに含まれるＲａｎｋ（＝５１
２）に基づいて、自己のＲａｎｋが“７６８”であることを検知し、“７６８”からなる
Ｒａｎｋを保持する。更に、無線ノード３は、受信したＤＩＯに含まれるＤＴＳＮの数値
が増加していることを検知し、ＤＡＯを送信すると判定する。
【０２３７】
　そうすると、無線ノード３は、ステップＳ５における無線ノード２の動作と同じ動作に
よってユニキャストＩＤを表すフレーム長を有する無線フレームからなるウェイクアップ
信号ＷｕＳをユニキャストする（ステップＳ１３）。
【０２３８】
　無線ノード２は、ステップＳ２における動作と同じ動作によって、スリープ状態から起
動状態へ移行し（ステップＳ１４）、無線ノード２のアドレスＭＡＣａｄｄ２を含む起動
通知をブロードキャストする。
【０２３９】
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　無線ノード３は、起動通知を受信すると、ステップＳ７における動作と同じ動作によっ
てＤＡＯを送信する（ステップＳ１５）。その後、無線ノード３は、起動状態からスリー
プ状態へ移行する。
【０２４０】
　無線ノード２は、ＤＡＯを受信し（ステップＳ１６）、ＤＡＯに含まれるＤＡＯＳｅｑ
ｕｅｎｃｅに基づいて、上述した方法によって、受信したＤＡＯが最新であると判定し、
ＤＡＯを転送すべきと判定する。
【０２４１】
　そして、無線ノード２は、ステップＳ５の動作と同じ動作によってユニキャストＩＤを
表すフレーム長を有する無線フレームからなるウェイクアップ信号ＷｕＳを送信する（ス
テップＳ１７）。
【０２４２】
　そして、無線ノード１は、ステップＳ６における動作と同じ動作によってスリープ状態
から起動状態へ移行し（ステップＳ１８）、無線ノード１のアドレスＭＡＣａｄｄ１を含
む起動通知をブロードキャストする。
【０２４３】
　その後、無線ノード２は、起動通知を受信すると、ステップＳ６における動作と同じ動
作によってＤＡＯを送信する（ステップＳ１９）。
【０２４４】
　無線ノード１は、ＤＡＯを受信し（ステップＳ２０）、ＤＡＯの親ノードのアドレスが
ＭＡＣａｄｄ２からなり、送信元がＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ３からなるので、ルーテ
ィングテーブルＲＴの送信先にＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ３を格納し、次の無線ノード
にＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ２を格納し、ホップ数に“２”を格納し、Ｒａｎｋに“７
６８”を格納してルーティングテーブルＲＴを更新する。なお、無線ノード１は、自己か
ら無線ノード２までのホップ数が“１”であることが無線ノード２を送信先とする経路に
対応してルーティングテーブルＲＴに既に格納されており、無線ノード３の親ノードが無
線ノード２であるので、自己から無線ノード３までのホップ数が“２”であることを検知
できる。また、無線ノード１は、無線ノード２のＲａｎｋが“５１２”であることが無線
ノード２を送信先とする経路に対応してルーティングテーブルＲＴに既に格納されており
、無線ノード３の親ノードが無線ノード２であるので、無線ノード３のＲａｎｋが“７６
８”であることを検知できる。
【０２４５】
　以降、無線ノード１～７は、上述した動作を繰り返し実行し、無線ノード１から各無線
ノード２～７までの経路を確立し、その確立した経路の経路情報を含むルーティングテー
ブルＲＴを作成する。そして、無線ノード１は、その作成したルーティングテーブルＲＴ
に基づいて、無線ノード１～７のトポロジー状態を示すトポロジー情報を作成して保持す
る。
【０２４６】
　このように、無線センサーネットワーク１０において、最初に経路を構築する場合、バ
ックアップＩＤであるＭＡＣアドレスを用いて各無線ノード１～７をスリープ状態から起
動状態へ移行させる。これは、フレーム長およびフレーム数によって規定されるウェイク
アップＩＤ（＝ＷｕＩＤ）が各無線ノード１～７に割り当てられていないからである。
【０２４７】
　図９に示すフローチャートにおいて、無線ノード１は、ＤＩＯを送信する場合、ウェイ
クアップ信号をブロードキャストして無線ノード２を起動状態へ移行させ、その後、ＤＩ
Ｏを送信する（ステップＳ１～Ｓ３参照）。そして、無線ノード１は、ＤＩＯの送信を完
了すると、スリープ状態へ移行する。
【０２４８】
　また、無線ノード２は、ウェイクアップ信号に応じて起動状態へ移行すると、ＤＩＯを
受信し、ＤＡＯを送信する場合、ウェイクアップ信号をユニキャストして無線ノード１を
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起動状態へ移行させ、その後、ＤＡＯを送信する（ステップＳ４，Ｓ５，Ｓ７参照）。そ
して、無線ノード２は、ＤＡＯの送信を完了すると、スリープ状態へ移行する。
【０２４９】
　更に、無線ノード２は、ＤＩＯを送信する場合、ウェイクアップ信号をブロードキャス
トして無線ノード３を起動状態へ移行させ、その後、ＤＩＯを送信する（ステップＳ９～
Ｓ１１参照）。そして、無線ノード２は、ＤＩＯの送信を完了すると、スリープ状態へ移
行する。
【０２５０】
　更に、無線ノード３は、ウェイクアップ信号に応じて起動状態へ移行すると、ＤＩＯを
受信し、ＤＡＯを送信する場合、ウェイクアップ信号をユニキャストして無線ノード２を
起動状態へ移行させ、その後、ＤＡＯを送信する（ステップＳ１２，Ｓ１３，Ｓ１５参照
）。そして、無線ノード３は、ＤＡＯの送信を完了すると、スリープ状態へ移行する。
【０２５１】
　更に、無線ノード２は、ウェイクアップ信号に応じて起動状態へ移行すると、ＤＡＯを
受信し、ＤＡＯを転送する場合、ウェイクアップ信号をユニキャストして無線ノード１を
起動状態へ移行させ、その後、ＤＡＯを送信する（ステップＳ１６，Ｓ１７，Ｓ１９参照
）。そして、無線ノード２は、ＤＡＯの送信を完了すると、スリープ状態へ移行する。
【０２５２】
　このように、無線ノード１～３の各々は、起動状態へ移行すると、必要な動作を行った
後、スリープ状態へ移行する。そして、起動状態においては、無線ノード２は、無線ノー
ド３から受信したＤＡＯの転送が必要な場合、ＤＡＯの転送を完了した後にスリープ状態
へ移行する。その結果、無線ノード３から送信されたＤＡＯは、迅速に無線ノード１へ届
けられる。つまり、各無線ノード１～３は、必要な場合のみ起動状態へ移行して必要な動
作を行った後、スリープ状態へ移行する。
【０２５３】
　従って、無線ノード１～７の消費電力を最小限に抑制できる。
【０２５４】
　図１０は、図９に示すフローチャートに従って構築されるトポロジーの例を示す図であ
る。
【０２５５】
　図１０を参照して、図９に示すステップＳ１～Ｓ８が実行されることにより、無線ノー
ド２が無線ノード１に接続される（図１０の（ａ）参照）。
【０２５６】
　その後、図９に示すステップＳ９～Ｓ２０が実行されることにより、無線ノード３が無
線ノード２に接続される（図１０の（ｂ）参照）。
【０２５７】
　そして、図９に示すステップＳ１～ステップＳ２０が繰り返し実行されることにより、
無線ノード４が無線ノード１に接続され（図１０の（ｃ）参照）、無線ノード５が無線ノ
ード４に接続され、無線ノード６が無線ノード４に接続され、無線ノード７が無線ノード
５に接続される（図１０の（ｄ）参照）。
【０２５８】
　シンクである無線ノード１がルーティングテーブルＲＴを作成する場合、無線ノード１
は、無線ノード２～７の各々が作成した制御パケットＤＡＯを受信し、その受信した制御
パケットＤＡＯには、制御パケットＤＡＯを作成した無線ノード（＝無線ノード２～７の
いずれか）の親ノードのアドレスが格納されている。従って、無線ノード１は、無線ノー
ド２～７の各々が作成した制御パケットＤＡＯを順次受信することによって、図１０の（
ｄ）に示すトポロジーを把握できる。
【０２５９】
　このように、無線センサーネットワーク１０においては、ループ状の経路が存在せず、
かつ、ツリー構造のトポロジーがＲＰＬに従って構築される。
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【０２６０】
　そして、無線ノード１がシンクであり、無線ノード２，４の親ノードが無線ノード１で
ある。また、無線ノード２は、無線ノード３の親ノードであり、無線ノード４は、無線ノ
ード５，６の親ノードである。更に、無線ノード５は、無線ノード７の親ノードである。
【０２６１】
　一方、無線ノード２，４は、無線ノード１の子ノードであり、無線ノード５，６は、無
線ノード４の子ノードであり、無線ノード７は、無線ノード５の子ノードである。
【０２６２】
　その結果、無線ノード１は、２つの無線ノード２，４を子ノードとして持ち、無線ノー
ド２は、１つの無線ノード３を子ノードとして持ち、無線ノード４は、２つの無線ノード
５，６を子ノードとして持ち、無線ノード５は、１つの無線ノード７を子ノードとして持
つ。
【０２６３】
　従って、無線ノード１（＝シンク）が最上位層に配置され、無線ノード２，４が第２階
層に配置され、無線ノード３，５，６が第３階層に配置され、無線ノード７が第４階層に
配置される。
【０２６４】
　このように、無線ノード１～７は、ＲＰＬに従って、階層構造からなるトポロジーを構
築する。そして、このトポロジーにおいては、各無線ノードの親ノードは、１個である。
従って、無線ノード１～７は、最上位層から下位層へ向かってツリー状に配置される。
【０２６５】
　また、同じ値からなるＲａｎｋを含む複数のＤＩＯを受信した場合、各無線ノードは、
単位時間当たりに送受信されるＤＩＯの送受信数である送受信確率を演算し、その演算し
た送受信確率が最大であるＤＩＯを送信した無線ノードを親ノードとして選択する。
【０２６６】
　図９に示すフローチャートは、定期的（例えば、３０分ごと）に実行され、または新た
な無線ノードが無線センサーネットワーク１０に参入したときに実行され、または各無線
ノード２～７の親ノードが変更または削除されたときに実行される。また、図９に示すフ
ローチャートは、トポロジーが変化したときに実行される。
【０２６７】
　新たな無線ノードが無線センサーネットワーク１０に参入した場合、新たに参入した無
線ノードは、ＤＩＯの送信要求であるＤＩＳをブロードキャストする。そして、ＤＩＳを
受信した無線ノードがＤＩＯを送信することによって図９に示すフローチャートが実行さ
れ、新たなトポロジーが構築される。
【０２６８】
　図１１は、図７に示すルーティングテーブルＲＴの具体例を示す図である。なお、図１
１に示すルーティングテーブルＲＴ－１は、図１０の（ｄ）に示す無線ノード５における
ルーティングテーブルＲＴである。
【０２６９】
　図１１を参照して、無線ノード５のルーティングテーブルＲＴ－１は、送信先として、
無線ノード１，４，７を有する。送信先が無線ノード４（ＭＡＣａｄｄ４）である場合、
送信先に対応する「次の無線ノード」には、無線ノード４のＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ
４が格納される。そして、送信先に対応する「ホップ数」には、“１”が格納される。ま
た、送信先に対応する「Ｒａｎｋ」には、“５１２”が格納される。
【０２７０】
　無線ノード５は、無線ノード４で生成された制御パケットＤＩＯを無線ノード４から受
信し、その受信した制御パケットＤＩＯに含まれる送信元が無線ノード４（＝ＭＡＣａｄ
ｄ４）であることを検知することにより、無線ノード４が自己に隣接する無線ノードであ
ること、および無線ノード４までのホップ数が“１”であることを検知する。また、無線
ノード５は、無線ノード４から受信した制御パケットＤＩＯに含まれる「Ｒａｎｋ」に“
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５１２”が格納されていることを検知し、無線ノード４の「Ｒａｎｋ」が“５１２”であ
ることを検知する。従って、無線ノード５は、ルーティングテーブルＲＴ－１の第１行目
の経路情報を作成できる。
【０２７１】
　また、無線ノード５は、無線ノード４から受信した制御パケットＤＩＯに含まれる「Ｒ
ａｎｋ」が“５１２”であり、制御パケットＤＩＯに含まれる「ｒｏｏｔのアドレス」が
ＭＡＣａｄｄ１であることを検知すると、自己の「Ｒａｎｋ」が“７６８”（＝５１２＋
２５６）であることを検知する。そして、無線ノード５は、自己の「Ｒａｎｋ」が“７６
８”であり、「Ｒａｎｋ」は、１ホップごとに“２５６”づつ増加するので、“７６８”
を“２５６”で除算し、その除算結果“３”から“１”を減算することにより、無線ノー
ド１までのホップ数（＝２）を取得する。なお、除算結果“３”から“１”を減算するの
は、無線ノード１の「Ｒａｎｋ」が“２５６”であるので、ホップ数を求めるには、「Ｒ
ａｎｋ」が何回増加したかを求める必要があるからである。また、「ｒｏｏｔのアドレス
」がＭＡＣａｄｄ１であるので、無線ノード５は、送信先としての無線ノード１に対応す
る「Ｒａｎｋ」が“２５６”であることが解る。更に、無線ノード５は、制御パケットＤ
ＩＯを無線ノード４から受信し、無線ノード１までのホップ数が“２”であるので、送信
先としての無線ノード１に対応する「次の無線ノード」が無線ノード４（＝ＭＡＣａｄｄ
４）であることを検知する。従って、無線ノード５は、ルーティングテーブルＲＴ－１の
第２行目の経路情報を作成できる。
【０２７２】
　更に、無線ノード５は、無線ノード７から制御パケットＤＡＯを受信し、その受信した
制御パケットＤＡＯに含まれる送信元（＝ＭＡＣａｄｄ７）に基づいて、無線ノード７が
自己に隣接する子ノードであることを検知する。制御パケットＤＡＯに含まれる「親ノー
ドのアドレス」がＭＡＣａｄｄ５（＝無線ノード５）からなり、制御パケットＤＡＯは、
制御パケットＤＩＯの応答であり、かつ、上り方向（各無線ノード２～７から無線ノード
１への方向）で送信される制御パケットである。従って、無線ノード５は、無線ノード７
が自己の子ノードであることを検知する。また、無線ノード５は、制御パケットＤＡＯを
無線ノード７から直接受信したので、無線ノード７までのホップ数が“１”であることを
検知する。更に、無線ノード５は、自己の「Ｒａｎｋ」が“７６８”であり、無線ノード
７までのホップ数が“１”であるので、無線ノード７の「Ｒａｎｋ」が“１０２４”であ
ることを検知する。従って、無線ノード５は、ルーティングテーブルＲＴ－１の第３行目
の経路情報を作成できる。
【０２７３】
　なお、無線ノード１がデータを含むデータパケットを無線ノード７へ送信する場合、無
線ノード１は、無線ノード１から無線ノード７までの経路情報（＝無線ノード１→無線ノ
ード４→無線ノード５→無線ノード７）とデータとを含むデータパケットを生成して送信
する。従って、経路情報（＝無線ノード１→無線ノード４→無線ノード５→無線ノード７
）によって示される経路上の無線ノード４，５の各々は、経路情報（＝無線ノード１→無
線ノード４→無線ノード５→無線ノード７）を参照することによって、自己から２ホップ
以上離れた無線ノードを送信先とする経路情報をルーティングテーブルＲＴに格納できる
。
【０２７４】
　その結果、無線ノード２～７の各々は、無線センサーネットワーク１０を構成する全て
の無線ノードを送信先とする経路情報をルーティングテーブルＲＴに格納できる。
【０２７５】
　以下、フレーム長およびフレーム数によって規定されるウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ
）を各無線ノード１～７に割り当てる方法について説明する。
【０２７６】
　（Ａ）ウェイクアップＩＤの割当方法１
　図１２は、ウェイクアップＩＤが割当方法１によって無線ノード１～７に割り当てられ
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た例を示す図である。
【０２７７】
　無線センサーネットワーク１０における経路が図９に示すフローチャートに従って構築
されると、無線ノード１の経路制御部１５は、無線センサーネットワーク１０における無
線ノード１～７の配置状態を示すトポロジーを保持する。
【０２７８】
　そして、無線ノード１の経路制御部１５は、その保持するトポロジーを示すトポロジー
情報を割当部１６へ出力する。
【０２７９】
　無線ノード１の割当部１６は、トポロジー情報を経路制御部１５から受け、その受けた
トポロジー情報に基づいて無線センサーネットワーク１０を構成する無線ノード１～７の
総数（＝７個）を検出する。
【０２８０】
　その後、無線ノード１の割当部１６は、割当表ＴＢＬ１を参照して、ウェイクアップＩ
Ｄ（ＷｕＩＤ１）～ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ７）までの７個のウェイクアップＩＤ
を抽出する。即ち、無線ノード１の割当部１６は、最も短いフレーム長および最も少ない
フレーム数によって規定されたウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１）からフレーム長が順次
増加するように７個のウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１～ＷｕＩＤ７）を抽出する。なお
、ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１）を「基準ウェイクアップＩＤ」と言う。
【０２８１】
　そうすると、無線ノード１の割当部１６は、その抽出した７個のウェイクアップＩＤ（
ＷｕＩＤ１～ＷｕＩＤ７）を無線ノード１～７にランダムに割り当てる。
【０２８２】
　その結果、例えば、ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ６），ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩ
Ｄ４），ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１），ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ７），ウェ
イクアップＩＤ（ＷｕＩＤ２），ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ３），ウェイクアップＩ
Ｄ（ＷｕＩＤ５）は、それぞれ、無線ノード１～７に割り当てられる（図１２参照）。
【０２８３】
　なお、無線センサーネットワーク１０を構成する無線ノードの総数が２０個であれば、
無線ノード１の割当部１６は、割当表ＴＢＬ１から２０個のウェイクアップＩＤ（＝Ｗｕ
ＩＤ１～ＷｕＩＤ２０）を抽出する。そして、無線ノード１の割当部１６は、２０個のウ
ェイクアップＩＤ（＝ＷｕＩＤ１～ＷｕＩＤ２０）を２０個の無線ノードにランダムに割
り当てる。この場合、ＷｕＩＤ１～ＷｕＩＤ１６は、１個のフレーム長および１個のフレ
ーム数によって規定され、ＷｕＩＤ１７～ＷｕＩＤ２０は、２個のフレーム長および２個
のフレーム数によって規定される。
【０２８４】
　このように、無線ノード１の割当部１６は、無線センサーネットワーク１０を構成する
無線ノードの総数を検出し、その検出した無線ノードの総数に等しい数のＷｕＩＤを基準
ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１）からフレーム長またはフレーム長およびフレーム数が
順次増加するように割当表ＴＢＬ１から抽出し、その抽出したＷｕＩＤを無線センサーネ
ットワーク１０を構成する無線ノードにランダムに割り当てる。
【０２８５】
　これによって、無線センサーネットワーク１０においては、より短いフレーム長および
より少ないフレーム数によって規定されたウェイクアップＩＤを用いて各無線ノードがス
リープ状態から起動状態へ移行されるので、一定のフレーム数によって規定されるウェイ
クアップＩＤを用いる場合よりも、ウェイクアップＩＤの送信による消費電力およびウェ
イクアップＩＤの受信による消費電力を低減して各無線ノードをスリープ状態から起動状
態へ移行させることができる。
【０２８６】
　無線ノード１の割当部１６は、７個のウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１～ＷｕＩＤ７）



(32) JP 2018-166344 A 2018.10.25

10

20

30

40

50

を無線ノード１～７に割り当てると、その割り当てた割当結果を制御部１４へ出力する。
【０２８７】
　無線ノード１の制御部１４は、割当結果を割当部１６から受け、トポロジー情報を経路
制御部１５から受ける。そして、無線ノード１の制御部１４は、トポロジー情報に基づい
て、無線ノード１に隣接する無線ノードが無線ノード２であることを検出する。そうする
と、無線ノード１の制御部１４は、割当結果に基づいて、無線ノード１に割り当てられた
ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ６）と、無線ノード２に割り当てられたウェイクアップＩ
Ｄ（ＷｕＩＤ４）とを保持する。
【０２８８】
　また、無線ノード１の制御部１４は、トポロジー情報に基づいて、無線ノード２に隣接
する無線ノード１，３，５と、無線ノード３に隣接する無線ノード２，４，６と、無線ノ
ード４に隣接する無線ノード３，７と、無線ノード５に隣接する無線ノード２と、無線ノ
ード６に隣接する無線ノード３と、無線ノード７に隣接する無線ノード４とを検出する。
【０２８９】
　そして、無線ノード１の制御部１４は、割当結果に基づいて、無線ノード２に割り当て
られたウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ４）と、無線ノード１，３，５にそれぞれ割り当て
られたウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ６），ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１），ウェイ
クアップＩＤ（ＷｕＩＤ２）とを検出する。
【０２９０】
　そうすると、無線ノード１の制御部１４は、ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ４）と、ウ
ェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ６，ＷｕＩＤ１，ＷｕＩＤ２）とを含むＷｕＩＤリスト１＝
［ＷｕＩＤ２／ＷｕＩＤ６，ＷｕＩＤ１，ＷｕＩＤ２］を作成し、その作成したＷｕＩＤ
リスト１＝［ＷｕＩＤ２／ＷｕＩＤ６，ＷｕＩＤ１，ＷｕＩＤ２］を無線通信部１３およ
びアンテナ１１を介して無線ノード２へ送信する。
【０２９１】
　また、無線ノード１の制御部１４は、割当結果に基づいて、無線ノード３に割り当てら
れたウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１）と、無線ノード２，４，６にそれぞれ割り当てら
れたウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ４），ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ７），ウェイク
アップＩＤ（ＷｕＩＤ３）とを検出する。
【０２９２】
　そうすると、無線ノード１の制御部１４は、ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１）と、ウ
ェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ４，ＷｕＩＤ７，ＷｕＩＤ３）とを含むＷｕＩＤリスト２＝
［ＷｕＩＤ１／ＷｕＩＤ４，ＷｕＩＤ７，ＷｕＩＤ３］を作成し、その作成したＷｕＩＤ
リスト２＝［ＷｕＩＤ１／ＷｕＩＤ４，ＷｕＩＤ７，ＷｕＩＤ３］を無線通信部１３およ
びアンテナ１１を介して無線ノード３へ送信する。
【０２９３】
　更に、無線ノード１の制御部１４は、割当結果に基づいて、無線ノード４に割り当てら
れたウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ７）と、無線ノード３，７にそれぞれ割り当てられた
ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１），ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ５）とを検出する。
【０２９４】
　そうすると、無線ノード１の制御部１４は、ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ７）と、ウ
ェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１，ＷｕＩＤ５）とを含むＷｕＩＤリスト３＝［ＷｕＩＤ７
／ＷｕＩＤ１，ＷｕＩＤ５］を作成し、その作成したＷｕＩＤリスト３＝［ＷｕＩＤ７／
ＷｕＩＤ１，ＷｕＩＤ５］を無線通信部１３およびアンテナ１１を介して無線ノード４へ
送信する。
【０２９５】
　更に、無線ノード１の制御部１４は、割当結果に基づいて、無線ノード５に割り当てら
れたウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ２）と、無線ノード２に割り当てられたウェイクアッ
プＩＤ（ＷｕＩＤ４）とを検出する。
【０２９６】
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　そうすると、無線ノード１の制御部１４は、ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ２）と、ウ
ェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ４）とを含むＷｕＩＤリスト４＝［ＷｕＩＤ２／ＷｕＩＤ４
］を作成し、その作成したＷｕＩＤリスト４＝［ＷｕＩＤ２／ＷｕＩＤ４］を無線通信部
１３およびアンテナ１１を介して無線ノード５へ送信する。
【０２９７】
　更に、無線ノード１の制御部１４は、割当結果に基づいて、無線ノード６に割り当てら
れたウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ３）と、無線ノード３に割り当てられたウェイクアッ
プＩＤ（ＷｕＩＤ１）とを検出する。
【０２９８】
　そうすると、無線ノード１の制御部１４は、ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ３）と、ウ
ェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１）とを含むＷｕＩＤリスト５＝［ＷｕＩＤ３／ＷｕＩＤ１
］を作成し、その作成したＷｕＩＤリスト５＝［ＷｕＩＤ３／ＷｕＩＤ１］を無線通信部
１３およびアンテナ１１を介して無線ノード６へ送信する。
【０２９９】
　更に、無線ノード１の制御部１４は、割当結果に基づいて、無線ノード７に割り当てら
れたウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ５）と、無線ノード４に割り当てられたウェイクアッ
プＩＤ（ＷｕＩＤ７）とを検出する。
【０３００】
　そうすると、無線ノード１の制御部１４は、ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ５）と、ウ
ェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ７）とを含むＷｕＩＤリスト６＝［ＷｕＩＤ５／ＷｕＩＤ７
］を作成し、その作成したＷｕＩＤリスト６＝［ＷｕＩＤ５／ＷｕＩＤ７］を無線通信部
１３およびアンテナ１１を介して無線ノード７へ送信する。
【０３０１】
　このように、無線ノード１は、各無線ノード１～７にウェイクアップＩＤを割り当てる
と、無線ノード（＝無線ノード２～７のいずれか）に割り当てられたウェイクアップＩＤ
と無線ノード（＝無線ノード２～７のいずれか）に隣接する無線ノードに割り当てられた
ウェイクアップＩＤとを含むＷｕＩＤリストを作成して無線ノード（＝無線ノード２～７
のいずれか）へ送信する。
【０３０２】
　各無線ノード２～７の制御部１４は、ＷｕＩＤリストを無線ノード１から受信し、その
受信したＷｕＩＤリストに基づいて、自己に割り当てられたウェイクアップＩＤと、自己
に隣接する無線ノードに割り当てられたウェイクアップＩＤとを検出して保持する。
【０３０３】
　（Ｂ）ウェイクアップＩＤの割当方法２
　無線センサーネットワーク１０における経路が図９に示すフローチャートに従って構築
されると、無線ノード１～７の制御部１４は、自己がスリープ状態から起動状態へ移行し
た起動回数を所望の時間長において計測する。そして、無線ノード２～７の制御部１４は
、その計測した起動回数を無線ノード１へ送信する。
【０３０４】
　無線ノード１の制御部１４は、無線ノード２～７から起動回数を受信し、その受信した
起動回数と自己が計測した起動回数とを割当部１６へ出力する。
【０３０５】
　無線ノード１の割当部１６は、無線ノード１～７の起動回数を制御部１４から受ける。
そして、無線ノード１の割当部１６は、無線ノード１～７の起動回数に基づいて、起動回
数が最も多い無線ノードから起動回数が最も少ない無線ノードに向かって、基準ウェイク
アップＩＤからフレーム長またはフレーム長およびフレーム数が順次増加するようにウェ
イクアップＩＤを各無線ノード１～７に割り当てる。
【０３０６】
　即ち、無線ノード１の割当部１６は、起動回数が多いほど、より短いフレーム長および
より少ないフレーム数によって規定されるウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）を割り当てる
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。
【０３０７】
　より具体的に説明する。無線ノード１～７の起動回数がそれぞれ１０回，８回，７回，
５回，１回，３回，２回である場合、無線ノード１の割当部１６は、ＷｕＩＤ１～ＷｕＩ
Ｄ７を割当表ＴＢＬ１から抽出し、ＷｕＩＤ１を無線ノード１に割り当て、ＷｕＩＤ２を
無線ノード２に割り当て、ＷｕＩＤ３を無線ノード３に割り当て、ＷｕＩＤ４を無線ノー
ド４に割り当て、ＷｕＩＤ５を無線ノード６に割り当て、ＷｕＩＤ６を無線ノード７に割
り当て、ＷｕＩＤ７を無線ノード５に割り当てる。
【０３０８】
　なお、起動回数が同じである無線ノードが複数存在する場合には、その複数の無線ノー
ドには、ランダムにウェイクアップＩＤを割り当てる。
【０３０９】
　これによって、一定のフレーム数によって規定されるウェイクアップＩＤを用いる場合
よりも、起動回数が多い無線ノードにおける消費電力を低減して無線ノードをスリープ状
態から起動状態へ移行させることができる。
【０３１０】
　なお、無線ノード１は、無線ノード１～７にウェイクアップＩＤを割り当てると、上述
した方法によって、ＷｕＩＤリストを各無線ノード２～７へ送信する。
【０３１１】
　（Ｃ）ウェイクアップＩＤの割当方法３
　図１３は、ウェイクアップＩＤが割当方法３によって無線ノード１～７に割り当てられ
た例を示す図である。
【０３１２】
　無線センサーネットワーク１０における経路が図９に示すフローチャートに従って構築
されると、無線ノード１の割当部１６は、トポロジー情報を経路制御部１５から受ける。
【０３１３】
　そして、無線ノード１の割当部１６は、トポロジー情報に基づいて、各無線ノード１～
７の無線ノード１からの近さを示す近さ指標ＣＬＮを検出する。近さ指標ＣＬＮは、無線
ノード１からのホップ数であってもよく、各無線ノード１～７のＲａｎｋであってもよい
。
【０３１４】
　無線ノード１の割当部１６は、近さ指標ＣＬＮを検出すると、シンク（＝無線ノード１
）に最も近い無線ノードからシンク（＝無線ノード１）に最も遠い無線ノードに向かって
、基準ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１）からフレーム長またはフレーム長およびフレー
ム数が順次増加するようにウェイクアップＩＤを無線ノード１～７に割り当てる。
【０３１５】
　即ち、無線ノード１の割当部１６は、無線ノード１（＝シンク）に近いほど、より短い
フレーム長およびより少ないフレーム数によって規定されるウェイクアップＩＤを割り当
て、無線ノード１（＝シンク）から遠いほど、より長いフレーム長およびより多いフレー
ム数によって規定されるウェイクアップＩＤを割り当てる。
【０３１６】
　無線ノード１（＝シンク）に近いほど、起動回数が多くなり、無線ノード１（＝シンク
）から遠いほど、起動回数が少なくなる。従って、無線ノード１（＝シンク）に近いほど
、より短いフレーム長およびより少ないフレーム数によって規定されるウェイクアップＩ
Ｄを用いることによって、スリープ状態から起動状態へ移行させるときの消費電力を低減
できる。
【０３１７】
　なお、無線ノード１は、無線ノード１～７にウェイクアップＩＤを割り当てると、上述
した方法によって、ＷｕＩＤリストを各無線ノード２～７へ送信する。
【０３１８】
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　（Ｄ）ウェイクアップＩＤの割当方法４
　図１４は、ウェイクアップＩＤが割当方法４によって無線ノード１～７に割り当てられ
た例を示す図である。
【０３１９】
　無線センサーネットワーク１０における経路が図９に示すフローチャートに従って構築
されると、無線ノード１の割当部１６は、トポロジー情報を経路制御部１５から受ける。
【０３２０】
　そして、無線ノード１の割当部１６は、トポロジー情報に基づいて、各無線ノード１～
７に隣接する隣接無線ノードの個数を検出する。図１４に示す場合、無線ノード１に隣接
する無線ノードの個数は、１個であり、無線ノード２に隣接する無線ノードの個数は、３
個であり、無線ノード３に隣接する無線ノードの個数は、４個であり、無線ノード４に隣
接する無線ノードの個数は、１個であり、無線ノード５に隣接する無線ノードの個数は、
１個であり、無線ノード６に隣接する無線ノードの個数は、１個であり、無線ノード７に
隣接する無線ノードの個数は、１個である。
【０３２１】
　無線ノード１の割当部１６は、各無線ノード１～７について、隣接無線ノードの個数を
検出すると、隣接無線ノードの個数が最も多い無線ノードから隣接無線ノードの個数が最
も少ない無線ノードに向かって、基準ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１）からフレーム長
またはフレームおよびフレーム数が順次増加するようにウェイクアップＩＤを無線ノード
１～７に割り当てる。
【０３２２】
　より具体的には、無線ノード１の割当部１６は、隣接無線ノードの個数が最も多い無線
ノード３にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１）を割り当て、隣接無線ノードの個数が２番
目に多い無線ノード２にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ２）を割り当てる。そして、無線
ノード１の割当部１６は、無線ノード１，４～７に隣接する無線ノードの個数が同じ（＝
１個）であるので、ＷｕＩＤ３～ＷｕＩＤ７を無線ノード１，４～７にランダムに割り当
てる。
【０３２３】
　隣接無線ノードの個数が多い無線ノードは、スリープ状態から起動状態へ移行する回数
が多いので、上記のように隣接無線ノードの個数が多いほど、より短いフレーム長および
より少ないフレーム数によって規定されるウェイクアップＩＤを割り当てることによって
、消費電力を低減してスリープ状態から起動状態へ移行させることができる。
【０３２４】
　なお、無線ノード１は、無線ノード１～７にウェイクアップＩＤを割り当てると、上述
した方法によって、ＷｕＩＤリストを各無線ノード２～７へ送信する。
【０３２５】
　（Ｅ）ウェイクアップＩＤの割当方法５
　図１５は、ウェイクアップＩＤが割当方法５によって無線ノード１～７に割り当てられ
た例を示す図である。
【０３２６】
　無線センサーネットワーク１０における経路が図９に示すフローチャートに従って構築
されると、各無線ノード１～７の無線通信部１３は、隣接する無線ノードから制御パケッ
トまたはデータパケットを受信したときの受信信号強度ＲＳＳＩを検出する。この場合、
各無線ノード１～７の無線通信部１３は、隣接する無線ノードとの間で複数の無線リンク
を有する場合、その複数の無線リンクの全てについて受信信号強度ＲＳＳＩを検出する。
【０３２７】
　そして、各無線ノード１～７の無線通信部１３は、その検出した受信信号強度ＲＳＳＩ
を制御部１４へ出力する。
【０３２８】
　無線ノード１の制御部１４は、受信信号強度ＲＳＳＩを受けると、その受けた受信信号
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強度ＲＳＳＩを割当部１６へ出力する。
【０３２９】
　無線ノード２～７の制御部１４は、受信信号強度ＲＳＳＩを受けると、その受けた受信
信号強度ＲＳＳＩと無線ノード２～７のＭＡＣアドレスとを含むパケットＰＫＴ＿ＲＳＳ
Ｉを生成し、その生成したパケットＰＫＴ＿ＲＳＳＩを無線通信部１３を介して無線ノー
ド１へ送信する。この場合、無線ノード２～７の制御部１４は、複数の受信信号強度ＲＳ
ＳＩを送信するとき、各受信信号強度ＲＳＳＩを隣接無線ノードに対応付けて無線ノード
１へ送信する。
【０３３０】
　無線ノード１の無線通信部１３は、パケットＰＫＴ＿ＲＳＳＩを無線ノード２～７から
受信し、その受信したパケットＰＫＴ＿ＲＳＳＩを制御部１４へ出力し、制御部１４は、
パケットＰＫＴ＿ＲＳＳＩを割当部１６へ出力する。
【０３３１】
　無線ノード１の割当部１６は、パケットＰＫＴ＿ＲＳＳＩを受けると、パケットＰＫＴ
＿ＲＳＳＩから受信信号強度ＲＳＳＩを取り出す。
【０３３２】
　この場合、無線ノード１の割当部１６は、無線ノード２における受信信号強度ＲＳＳＩ
として、無線ノード１に対応付けられた受信信号強度ＲＳＳＩ（＝－６５ｄＢｍ）と、無
線ノード３に対応付けられた受信信号強度ＲＳＳＩ（＝－７０ｄＢｍ）と、無線ノード５
に対応付けられた受信信号強度ＲＳＳＩ（＝－６０ｄＢｍ）とを取り出す。また、無線ノ
ード１の割当部１６は、無線ノード３における受信信号強度ＲＳＳＩとして、無線ノード
２に対応付けられた受信信号強度ＲＳＳＩ（＝－７０ｄＢｍ）と、無線ノード４に対応付
けられた受信信号強度ＲＳＳＩ（＝－６５ｄＢｍ）と、無線ノード６に対応付けられた受
信信号強度ＲＳＳＩ（＝－７５ｄＢｍ）とを取り出す。更に、無線ノード１の割当部１６
は、無線ノード４における受信信号強度ＲＳＳＩとして、無線ノード３に対応付けられた
受信信号強度ＲＳＳＩ（＝－７０ｄＢｍ）と、無線ノード７に対応付けられた受信信号強
度ＲＳＳＩ（＝－８５ｄＢｍ）とを取り出す。更に、無線ノード１の割当部１６は、無線
ノード５における受信信号強度ＲＳＳＩとして、無線ノード２に対応付けられた受信信号
強度ＲＳＳＩ（＝－６５ｄＢｍ）を取り出す。更に、無線ノード１の割当部１６は、無線
ノード６における受信信号強度ＲＳＳＩとして、無線ノード３に対応付けられた受信信号
強度ＲＳＳＩ（＝－７０ｄＢｍ）を取り出す。更に、無線ノード１の割当部１６は、無線
ノード７における受信信号強度ＲＳＳＩとして、無線ノード４に対応付けられた受信信号
強度ＲＳＳＩ（＝－８０ｄＢｍ）を取り出す。
【０３３３】
　そして、無線ノード１の割当部１６は、複数の無線リンクを有する無線ノードについて
は、最も小さい受信信号強度ＲＳＳＩを検出する。即ち、無線ノード１の割当部１６は、
無線ノード２については、－７０ｄＢｍの受信信号強度ＲＳＳＩを検出し、無線ノード３
については、－７５ｄＢｍの受信信号強度ＲＳＳＩを検出し、無線ノード４については、
－８５ｄＢｍの受信信号強度ＲＳＳＩを検出する。
【０３３４】
　そうすると、無線ノード１の割当部１６は、受信信号強度ＲＳＳＩが最も小さい無線リ
ンクを有する無線ノードから受信信号強度ＲＳＳＩが最も大きい無線リンクを有する無線
ノードに向かって、基準ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１）からフレーム長またはフレー
ム長およびフレーム数が増加するようにウェイクアップＩＤを無線ノード１～７に割り当
てる。
【０３３５】
　より具体的には、無線ノード１の割当部１６は、受信信号強度ＲＳＳＩが最も小さい無
線リンクを有する無線ノード４にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１）を割り当て、受信信
号強度ＲＳＳＩが２番目に小さい無線リンクを有する無線ノード７にウェイクアップＩＤ
（ＷｕＩＤ２）を割り当てる。また、無線ノード１の割当部１６は、受信信号強度ＲＳＳ
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Ｉが３番目に小さい無線リンクを有する無線ノード３にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ３
）を割り当て、受信信号強度ＲＳＳＩが４番目に小さい無線リンクを有する無線ノード２
，６にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ４，ＷｕＩＤ５）をランダムに割り当てる。更に、
無線ノード１の割当部１６は、受信信号強度ＲＳＳＩが５番目に小さい無線リンクを有す
る無線ノード５にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ６）を割り当て、受信信号強度ＲＳＳＩ
が最も大きい無線リンクを有する無線ノード１にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ７）を割
り当てる。
【０３３６】
　このように、受信信号強度ＲＳＳＩが小さい無線リンクを有する無線ノードに、より短
いフレーム長およびより少ないフレーム数によって規定されるウェイクアップＩＤ（Ｗｕ
ＩＤ）を割り当てることにより、受信信号強度ＲＳＳＩが小さい無線リンクを有する無線
ノードがスリープ状態から起動状態へ移行するのに失敗する確率を低減できる。また、起
動するのに失敗し、ウェイクアップ信号を再送するときのオーバーヘッドを下げることが
できる。
【０３３７】
　また、無線ノード１の割当部１６は、受信信号強度ＲＳＳＩのしきい値ＲＳＳＩ＿ＲＥ
Ｆを保持しており、受信信号強度ＲＳＳＩがしきい値ＲＳＳＩ＿ＲＥＦよりも小さい無線
リンクを有する無線ノードを優先して、より短いフレーム長およびより少ないフレーム数
によって規定されるウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）を割り当ててもよい。この場合、受
信信号強度ＲＳＳＩがしきい値ＲＳＳＩ＿ＲＥＦよりも小さい無線リンクを有する無線ノ
ードが複数存在するとき、その複数の無線ノードにフレーム長の短い順および／またはフ
レーム数の少ない順にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）をランダムに割り当てる。また、
受信信号強度ＲＳＳＩがしきい値ＲＳＳＩ＿ＲＥＦ以上である無線リンクを有する無線ノ
ードが複数存在するとき、その複数の無線ノードにフレーム長の短い順および／またはフ
レーム数の少ない順にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）をランダムに割り当てる。
【０３３８】
　このようにウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）を割り当てた場合も、上記の効果を得るこ
とができる。
【０３３９】
　なお、無線ノード１は、無線ノード１～７にウェイクアップＩＤを割り当てると、上述
した方法によって、ＷｕＩＤリストを各無線ノード２～７へ送信する。
【０３４０】
　（Ｆ）ウェイクアップＩＤの割当方法６
　無線センサーネットワーク１０における経路が図９に示すフローチャートに従って構築
されると、無線ノード１の割当部１６は、トポロジー情報に基づいて、ｈ（ｈは１以上の
整数）ホップ離れた無線ノードに同じウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）を割り当てながら
、基準ウェイクアップＩＤからフレーム長またはフレーム長およびフレーム数が順次増加
するようにウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）割り当てる。
【０３４１】
　ｈ＝１である場合、全ての無線ノード１～７に同じウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）を
割り当てるため、ウェイクアップ信号を送信した無線ノードに隣接する全ての無線ノード
がスリープ状態から起動状態へ移行する。
【０３４２】
　ｈ＝２である場合、ウェイクアップ信号を送信した無線ノードに隣接する複数の無線ノ
ードがスリープ状態から起動状態へ移行する可能性がある。
【０３４３】
　ｈ＝３である場合、ウェイクアップ信号を送信した無線ノードに隣接する１個の無線ノ
ードのみがスリープ状態から起動状態へ移行する。
【０３４４】
　図１６は、ｈ＝３である場合にウェイクアップＩＤを割り当てた例を示す図である。図
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１６を参照して、ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１）を無線ノード１に割り当てた場合、
無線ノード１から３ホップの位置に存在する無線ノード４にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩ
Ｄ１）を割り当てる。無線ノード６は、無線ノード１から３ホップの位置に存在するが、
無線ノード４から３ホップよりも少ない２ホップの位置に存在するので、ウェイクアップ
ＩＤ（ＷｕＩＤ１）は、無線ノード６に割り当てられない。
【０３４５】
　無線ノード２は、無線ノード１から１ホップの位置に存在するので、ウェイクアップＩ
Ｄ（ＷｕＩＤ１）と異なるウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ２）を無線ノード２に割り当て
る。そして、無線ノード２から３ホップの位置に存在する無線ノード７にウェイクアップ
ＩＤ（ＷｕＩＤ２）を割り当てる。
【０３４６】
　無線ノード３は、無線ノード２から１ホップの位置に存在するので、ウェイクアップＩ
Ｄ（ＷｕＩＤ２）と異なるウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ３）を無線ノード３に割り当て
る。
【０３４７】
　無線ノード５は、無線ノード３から２ホップの位置に存在するので、ウェイクアップＩ
Ｄ（ＷｕＩＤ３）と異なるウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ４）を無線ノード５に割り当て
る。
【０３４８】
　無線ノード６は、無線ノード５から３ホップの位置に存在するので、ウェイクアップＩ
Ｄ（ＷｕＩＤ４）を無線ノード６に割り当てる。
【０３４９】
　その結果、無線ノード２がＷｕＩＤ１を送信した場合、無線ノード１のみが起動し、無
線ノード７がＷｕＩＤ１を送信した場合、無線ノード４のみが起動する。
【０３５０】
　また、無線ノード２がＷｕｉＤ４を送信した場合、無線ノード５のみが起動し、無線ノ
ード３がＷｕＩＤ４を送信した場合、無線ノード６のみが起動する。
【０３５１】
　更に、無線ノード１がＷｕＩＤ２を送信した場合、無線ノード２のみが起動し、無線ノ
ード４がＷｕＩＤ２を送信した場合、無線ノード７のみが起動する。
【０３５２】
　更に、無線ノード３がＷｕＩＤ２を送信した場合、無線ノード２のみが起動し、無線ノ
ード５がＷｕＩＤ２を送信した場合、無線ノード２のみが起動する。
【０３５３】
　更に、無線ノード６がＷｕＩＤ３を送信した場合、無線ノード３のみが起動し、無線ノ
ード３がＷｕＩＤ１を送信した場合、無線ノード４のみが起動する。
【０３５４】
　従って、３ホップ離れた無線ノードに同じウェイクアップＩＤを割り当てても、１個の
無線ノードのみが起動する。
【０３５５】
　３ホップ離れた無線ノードに同じウェイクアップＩＤを割り当てても、１個の無線ノー
ドのみが起動するのであるから、４ホップ以上離れた無線ノードに同じウェイクアップＩ
Ｄを割り当てても、１個の無線ノードのみが起動する。
【０３５６】
　このように、ｈホップ離れた無線ノードに同じウェイクアップＩＤをフレーム長の短い
順および／またはフレーム数の少ない順に割り当てることによって、使用するフレーム長
をより短くでき、使用するフレーム数をより少なくできる。
【０３５７】
　その結果、無線センサーネットワーク１０を構成する無線ノード１～７を起動させると
きの消費電力を低減できる。
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【０３５８】
　なお、無線ノード１は、無線ノード１～７にウェイクアップＩＤを割り当てると、上述
した方法によって、ＷｕＩＤリストを各無線ノード２～７へ送信する。
【０３５９】
　（Ｇ）ウェイクアップＩＤの割当方法７
　図１７は、ウェイクアップＩＤが割当方法７によって無線ノード１～７に割り当てられ
た例を示す図である。
【０３６０】
　無線センサーネットワーク１０における経路が図９に示すフローチャートに従って構築
されると、無線ノード１～７の各々は、フレーム送信数Ｎを取得する。フレーム送信数Ｎ
を取得する方法について説明する。
【０３６１】
　各無線ノード１～７の制御部１４は、無線センサーネットワーク１０におけるセンサー
値（＝データ）の収集周期、制御フレーム（ＤＩＯ，ＤＡＯ）の送信間隔、トポロジーか
ら得られるツリーサイズ（子ノードの総数）およびリンクの通信品質に基づいてフレーム
送信数Ｎを算出する。
【０３６２】
　ここで、子ノードの総数は、フレーム送信数Ｎを算出する無線ノードよりも下位の階層
に位置し、かつ、フレーム送信数Ｎを算出する無線ノードを介してシンク（＝無線ノード
１）へセンサー値を送信可能な無線ノードの総数である。また、全ての子ノードから送信
されたセンサー値は、センサー値の収集周期以内にフレーム送信数Ｎを算出する無線ノー
ドへ届くことを前提としている。更に、制御パケットＤＩＯ，ＤＡＯのうち、制御パケッ
トＤＩＯのみが送信されることを前提としている。センサー値がシンク（＝無線ノード１
）へ収集される場合、無線センサーネットワーク１０のトポロジーは、安定しており、制
御パケットＤＡＯは、送信されないからである。更に、リンクの通信品質は、フレーム送
信数Ｎを算出する無線ノードへの無線フレームの到達率、または受信信号強度ＲＳＳＩを
用いた倍率からなる。無線フレームの到達率は、過去の通信状況から算出され、フレーム
送信数Ｎを算出する無線ノードに実際に到達した無線フレームのフレーム数を送信元の無
線ノードから送信された無線フレームのフレーム数で除算することにより算出される。
【０３６３】
　この方法を用いてフレーム送信数Ｎを算出する場合、制御部１４は、例えば、１分間の
センサー値の収集周期と、５分間の制御フレームの送信間隔と、１００台の子ノードの総
数と、２０％の到達率とに基づいて、（６０個×１００台＋１２個）／０．２＝３００６
０［個／ｈ］のフレーム送信数Ｎを算出する。
【０３６４】
　この方法で、子ノードの総数を用いているのは、センサー値を最上位に存在するシンク
（＝無線ノード１）へ収集するからである。
【０３６５】
　また、リンクの通信品質として受信信号強度ＲＳＳＩを用いる場合、ＲＳＳＩ≧－２０
ｄＢｍであれば、倍率が１倍になり、－５０ｄＢｍ≦ＲＳＳＩ＜－２０ｄＢｍであれば、
倍率が２倍になり、－８０ｄＢｍ≦ＲＳＳＩ＜－５０ｄＢｍであれば、倍率が５倍になり
、ＲＳＳＩ＜－８０ｄＢｍであれば、倍率が１０倍になる。従って、制御部１４は、例え
ば、１分間のセンサー値の収集周期と、５分間の制御フレームの送信間隔と、１００台の
子ノードの総数と、－５０ｄＢｍ≦ＲＳＳＩ＜－２０ｄＢｍとに基づいて、（６０個×１
００台＋１２個）×２＝１２０２４［個／ｈ］のフレーム送信数Ｎを算出する。
【０３６６】
　このように、リンクの通信品質を用いてフレーム送信数Ｎを算出することにより、フレ
ーム送信数Ｎは、必ず到達した無線フレームのフレーム数になり、フレーム送信数Ｎの確
度を上げることができる。
【０３６７】
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　上述した方法を用いてフレーム送信数Ｎを算出する場合、制御部１４は、センサー値の
収集周期を予め保持しており、制御フレームの送信間隔を経路制御部１５から受け、経路
制御部１５から受けたトポロジー情報に基づいてツリーサイズ（子ノードの総数）を得る
。
【０３６８】
　上述した方法によってフレーム送信数Ｎを算出することによって、フレーム送信数Ｎを
容易に得ることができる。
【０３６９】
　また、制御部１４は、無線通信部１３が実測したフレーム送信数Ｎを無線通信部１３か
ら受けてもよい。
【０３７０】
　フレーム送信数Ｎを実測することによって、無線センサーネットワーク１０に即したフ
レーム送信数Ｎを得ることができる。
【０３７１】
　無線ノード１の制御部１４は、上述した方法によってフレーム送信数Ｎを取得すると、
その取得したフレーム送信数Ｎを割当部１６へ出力する。また、無線ノード２～７の制御
部１４は、上述した方法によってフレーム送信数Ｎを取得すると、その取得したフレーム
送信数Ｎを含むパケットを生成する。そして、無線ノード２～７の制御部１４は、その生
成したパケットを無線通信部１３およびアンテナ１１を介して無線ノード１（＝シンク）
へ送信する。
【０３７２】
　無線ノード１の無線通信部１３は、フレーム送信数Ｎを含むパケットを無線ノード２～
７から受信し、その受信したパケットを復調して制御部１４へ出力する。無線ノード１の
制御部１４は、無線通信部１３からパケットを受け、その受けたパケットから送信元のア
ドレスとフレーム送信数Ｎとを取り出し、その取り出した送信元のアドレスおよびフレー
ム送信数Ｎを相互に対応付けて割当部１６へ出力する。
【０３７３】
　無線ノード１の割当部１６は、送信元のアドレスおよびフレーム送信数Ｎを制御部１４
から受け、その受けた送信元のアドレスおよびフレーム送信数Ｎを相互に対応付けて保持
する。
【０３７４】
　無線ノード１～７のフレーム送信数Ｎは、例えば、図１７に示すようになる。無線ノー
ド１の割当部１６は、無線ノード１～７のフレーム送信数Ｎを収集すると、フレーム送信
数Ｎが最も多い無線ノードからフレーム送信数Ｎが最も少ない無線ノードに向かって、基
準ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１）からフレーム長またはフレーム長およびフレーム数
が増加するようにウェイクアップＩＤを無線ノード１～７に割り当てる。
【０３７５】
　より具体的には、無線ノード１の割当部１６は、フレーム送信数Ｎが最も多い無線ノー
ド２にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１）を割り当て、フレーム送信数Ｎが２番目に多い
無線ノード３にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ２）を割り当てる。また、無線ノード１の
割当部１６は、フレーム送信数Ｎが３番目に多い無線ノード４にウェイクアップＩＤ（Ｗ
ｕＩＤ３）を割り当て、フレーム送信数Ｎが４番目に多い無線ノード６にウェイクアップ
ＩＤ（ＷｕＩＤ４）を割り当てる。更に、無線ノード１の割当部１６は、フレーム送信数
Ｎが５番目に多い無線ノード７にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ５）を割り当て、フレー
ム送信数Ｎが６番目に多い無線ノード５にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ６）を割り当て
、フレーム送信数Ｎが最も少ない無線ノード１にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ７）を割
り当てる。
【０３７６】
　このように、フレーム送信数Ｎが多いほど、より短いフレーム長およびより少ないフレ
ーム数によって規定されるウェイクアップＩＤを割り当てることによって、ウェイクアッ
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プＩＤの送信および受信による消費電力を低減できる。
【０３７７】
　なお、無線ノード１は、無線ノード１～７にウェイクアップＩＤを割り当てると、上述
した方法によって、ＷｕＩＤリストを各無線ノード２～７へ送信する。
【０３７８】
　（Ｈ）ウェイクアップＩＤの割当方法８
　図１８は、ウェイクアップＩＤが割当方法８によって無線ノード１～７に割り当てられ
た例を示す図である。
【０３７９】
　無線センサーネットワーク１０における経路が図９に示すフローチャートに従って構築
されると、無線ノード１の割当部１６は、トポロジー情報を経路制御部１５から受ける。
そして、無線ノード１の割当部１６は、トポロジー情報に基づいて、各無線ノード１～７
の子ノードの総数を検出する。
【０３８０】
　そうすると、無線ノード１の割当部１６は、子ノードの総数が最も多い無線ノードから
子ノードの総数が最も少ない無線ノードに向かって、基準ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ
１）からフレーム長またはフレーム長およびフレーム数が増加するようにウェイクアップ
ＩＤを無線ノード１～７に割り当てる。
【０３８１】
　より具体的には、無線ノード１の割当部１６は、子ノードの総数が最も多い無線ノード
１にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ１）を割り当て、子ノードの総数が２番目に多い無線
ノード２にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ２）を割り当てる。また、無線ノード１の割当
部１６は、子ノードの総数が３番目に多い無線ノード３にウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ
３）を割り当て、子ノードの総数が最も少ない無線ノード４～７にウェイクアップＩＤ（
ＷｕＩＤ６，ＷｕＩＤ４，ＷｕＩＤ５，ＷｕＩＤ７）をランダムに割り当てる。
【０３８２】
　このように、子ノードの総数が多いほど、より短いフレーム長およびより少ないフレー
ム数によって規定されるウェイクアップＩＤを割り当てることによって、ウェイクアップ
ＩＤの送信および受信による消費電力を低減できる。
【０３８３】
　なお、無線ノード１は、無線ノード１～７にウェイクアップＩＤを割り当てると、上述
した方法によって、ＷｕＩＤリストを各無線ノード２～７へ送信する。
【０３８４】
　図１９は、この発明の実施の形態によるウェイクアップＩＤの割当方法を説明するため
のフローチャートである。
【０３８５】
　図１９を参照して、ウェイクアップＩＤを割り当てる動作が開始されると、無線ノード
１の経路制御部１５は、無線センサーネットアーク１０を構成する無線ノード１～７の配
置状態を示すトポロジーを検出し（ステップＳ２１）、その検出したトポロジーを割当部
１６へ出力する。
【０３８６】
　そして、無線ノード１の割当部１６は、トポロジーを経路制御部１５から受け、その受
けたトポロジーを示すトポロジー情報に基づいて、無線センサーネットワーク１０を構成
する無線ノード１～７の総数、シンク（＝無線ノード１）からの近さの度合いを示す近さ
指標ＣＬＮ、各無線ノード１～７に隣接する隣接無線ノードの個数、各無線ノード間のホ
ップ数およびツリーサイズ（＝子ノードの総数）のいずれかを検出し、各無線ノード１～
７の起動回数、各無線ノード１～７における受信信号強度ＲＳＳＩおよび各無線ノード１
～７のフレーム送信数Ｎのいずれかを収集する（ステップＳ２２）。
【０３８７】
　その後、無線ノード１の割当部１６は、ステップＳ２２における検出結果または収集結
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果に基づいて、最も短いフレーム長および最も少ないフレーム数によって規定される基準
ウェイクアップＩＤからフレーム長またはフレーム長およびフレーム数が順次増加するよ
うにウェイクアップＩＤを全ての無線ノード１～７に割り当てる割当処理ＡＳＧＮを実行
する（ステップＳ２３）。
【０３８８】
　これによって、ウェイクアップＩＤを割り当てる動作が終了する。
【０３８９】
　図２０は、図１９に示すステップＳ２３の詳細な動作を示すフローチャートである。図
２０を参照して、図１９のステップＳ２２の後、無線ノード１の割当部１６は、無線ノー
ドの総数を検出したか否かを判定する（ステップＳ２３１）。
【０３９０】
　ステップＳ２３１において、無線ノードの総数を検出したと判定されたとき、無線ノー
ド１の割当部１６は、無線ノードの総数に基づいて割当処理ＡＳＧＮを実行する（ステッ
プＳ２３２）。
【０３９１】
　一方、ステップＳ２３１において、無線ノードの総数を検出しなかったと判定されたと
き、無線ノード１の割当部１６は、無線ノードの起動回数を収集したか否かを更に判定す
る（ステップＳ２３３）。
【０３９２】
　ステップＳ２３３において、無線ノードの起動回数を収集したと判定されたとき、無線
ノード１の割当部１６は、起動回数が最も多い無線ノードから起動回数が最も少ない無線
ノードに向かって割当処理ＡＳＧＮを実行する（ステップＳ２３４）。
【０３９３】
　一方、ステップＳ２３３において、無線ノードの起動回数を収集しなかったと判定され
たとき、無線ノード１の割当部１６は、近さ指標ＣＬＮを検出したか否かを更に判定する
（ステップＳ２３５）。
【０３９４】
　ステップＳ２３５において、近さ指標ＣＬＮを検出したと判定されたとき、無線ノード
１の割当部１６は、シンク（＝無線ノード１）に最も近い無線ノードからシンク（＝無線
ノード１）から最も遠い無線ノードに向かって割当処理ＡＳＧＮを実行する（ステップＳ
２３６）。
【０３９５】
　一方、ステップＳ２３５において、近さ指標ＣＬＮを検出しなかったと判定されたとき
、無線ノード１の割当部１６は、隣接無線ノードの個数を検出したか否かを更に判定する
（ステップＳ２３７）。
【０３９６】
　ステップＳ２３７において、隣接無線ノードの個数を検出したと判定されたとき、無線
ノード１の割当部１６は、隣接無線ノードの個数が最も多い無線ノードから隣接無線ノー
ドの個数が最も少ない無線ノードに向かって割当処理ＡＳＧＮを実行する（ステップＳ２
３８）。
【０３９７】
　一方、ステップＳ２３７において、隣接無線ノードの個数を検出しなかったと判定され
たとき、無線ノード１の割当部１６は、受信信号強度ＲＳＳＩを収集したか否かを更に判
定する（ステップＳ２３９）。
【０３９８】
　ステップＳ２３９において、受信信号強度ＲＳＳＩを収集したと判定されたとき、無線
ノード１の割当部１６は、受信信号強度ＲＳＳＩが最も小さい無線リンクを有する無線ノ
ードから受信信号強度ＲＳＳＩが最も大きい無線リンクを有する無線ノードに向かって割
当処理ＡＳＧＮを実行する（ステップＳ２４０）。
【０３９９】
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　一方、ステップＳ２３９において、受信信号強度ＲＳＳＩを収集しなかったと判定され
たとき、無線ノード１の割当部１６は、ホップ数を検出したか否かを更に判定する（ステ
ップＳ２４１）。
【０４００】
　ステップＳ２４１において、ホップ数を検出したと判定されたとき、無線ノード１の割
当部１６は、ホップ数がｈホップである２つの無線ノードに同じウェイクアップＩＤを割
り当てながら割当処理ＡＳＧＮを実行する（ステップＳ２４２）。
【０４０１】
　一方、ステップＳ２４１において、ホップ数を検出しなかったと判定されたとき、無線
ノード１の割当部１６は、フレーム送信数Ｎを収集したか否かを更に判定する（ステップ
Ｓ２４３）。
【０４０２】
　ステップＳ２４３において、フレーム送信数Ｎを収集したと判定されたとき、無線ノー
ド１の割当部１６は、フレーム送信数Ｎが最も多い無線ノードからフレーム送信数が最も
少ない無線ノードに向かって、割当処理ＡＳＧＮを実行する（ステップＳ２４４）。
【０４０３】
　一方、ステップＳ２４３において、フレーム送信数Ｎを収集しなかったと判定されたと
き、無線ノード１の割当部１６は、子ノードの総数が検出されたと判定し、子ノードの総
数が最も多い無線ノードから子ノードの総数が最も少ない無線ノードに向かって、割当処
理ＡＳＧＮを実行する（ステップＳ２４５）。
【０４０４】
　そして、ステップＳ２３２，Ｓ２３４，Ｓ２３６，Ｓ２３８，Ｓ２４０，Ｓ２４２，Ｓ
２４４，Ｓ２４５のいずれかの後、一連の動作は、図１９の“終了”へ移行する。
【０４０５】
　なお、ステップＳ２３１，Ｓ２３３，Ｓ２３５，Ｓ２３７，Ｓ２３９，Ｓ２４１，Ｓ２
４３は、任意の優先順位で実行されてもよい。
【０４０６】
　また、ステップＳ２３１，Ｓ２３３，Ｓ２３５，Ｓ２３７，Ｓ２３９，Ｓ２４１，Ｓ２
４３を実行せずに、ステップＳ２３２，Ｓ２３４，Ｓ２３６，Ｓ２３８，Ｓ２４０，Ｓ２
４２，Ｓ２４４，Ｓ２４６から１つのステップを任意に選択し、その選択した１つのステ
ップを実行するようにしてもよい。
【０４０７】
　（Ｇ）ウェイクアップＩＤの自律的な割当
　上記においては、無線ノード１（＝シンク）がウェイクアップＩＤを無線ノード１～７
に割り当てると説明したが、この発明の実施の形態においては、無線ノード１～７がウェ
イクアップＩＤを自律的に割り当ててもよい。
【０４０８】
　以下に説明するウェイクアップＩＤの自律的な割当は、ウェイクアップＩＤの割当が完
了した割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬと、ウェイクアップＩＤの割当が完了していな
い未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬとが混在することを前提としている。
【０４０９】
　例えば、上述した割当方法１から割当方法６のいずれかを用いてウェイクアップＩＤが
無線ノード１～７に割り当てられた後、無線ノードが新たに無線センサーネットワーク１
０に参入した場合である。
【０４１０】
　また、ウェイクアップＩＤの自律的な割当が実行される場合、無線ノード２～７の各々
は、図２に示す無線ノード１と同じ構成からなる。
【０４１１】
　未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬは、ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）の割当
を要求する割当要求メッセージを送信する。割当要求メッセージは、ビット列およびフレ
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ーム長によって表される。そして、割当要求メッセージを表すフレーム長のセットは、予
め決定され、各無線ノード１～７の割当部１６およびウェイクアップ信号判定部１８に格
納されている。
【０４１２】
　そして、無線ノード（未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬおよび割当済無線ノー
ドＡＳＧＮ＿ＣＰＬ）は、無線通信部１３またはウェイクアップ信号受信部１７によって
割当要求メッセージを受信する。
【０４１３】
　無線ノード（未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬおよび割当済無線ノードＡＳＧ
Ｎ＿ＣＰＬ）は、無線通信部１３によって割当要求メッセージを受信した場合、割当要求
メッセージの受信信号を復調して割当要求メッセージを受信したことを検知する。
【０４１４】
　また、無線ノード（未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬおよび割当済無線ノード
ＡＳＧＮ＿ＣＰＬ）は、ウェイクアップ信号受信部１７によって割当要求メッセージを受
信した場合、受信信号のフレーム長を検出し、その検出したフレーム長が割当要求メッセ
ージを表すフレーム長に一致するとき、割当要求メッセージを受信したことを検知する。
【０４１５】
　そして、無線ノード（未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬおよび割当済無線ノー
ドＡＳＧＮ＿ＣＰＬ）は、スリープ状態において、割当要求メッセージを受信すると、必
ず、スリープ状態から起動状態へ移行する。
【０４１６】
　割当要求メッセージを送信した未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬ以外の未割当
無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬは、割当要求メッセージを受信して割当要求メッセー
ジを検知すると、ウェイクアップＩＤの割当を要求する動作を一時停止する。
【０４１７】
　割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬは、割当要求メッセージを受信してスリープ状態か
ら起動状態へ移行すると、自己のウェイクアップＩＤと、自己に隣接する無線ノードのウ
ェイクアップＩＤとを含むウェイクアップＩＤリストを作成して送信する。
【０４１８】
　そして、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬは、ウェイクアップＩＤの割当が完了した
ことを示す割当完了メッセージを受信するまでスリープ状態へ移行しない。
【０４１９】
　起動状態にある割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬは、割当要求メッセージを受信する
と、ウェイクアップＩＤリストを作成して送信する。
【０４２０】
　割当要求メッセージを送信した未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬは、一定時間
、ウェイクアップＩＤリストの受信を待ち、一定時間が経過すると、割当要求メッセージ
の送信回数が基準値に達するまで割当要求メッセージを再送する。ここで、割当要求メッ
セージを再送するのは、ウェイクアップＩＤを正しく受信しない無線ノードが存在する可
能性があり、またはウェイクアップＩＤリストの返信が衝突する可能性があるためである
。
【０４２１】
　また、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬは、２回目以降に、割当要求メッセー
ジを送信する場合、ウェイクアップＩＤリストを既に受信した無線ノードの情報をペイロ
ードに含めて割当要求メッセージを送信する。これは、ウェイクアップＩＤリストの返信
によるパケットの衝突を緩和するためである。
【０４２２】
　未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬは、ウェイクアップＩＤリストの収集が完了
すると、その収集したウェイクアップＩＤリストに含まれるウェイクアップＩＤ以外のウ
ェイクアップＩＤにおいて、最も短いフレーム長および最も少ないフレーム数によって規
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定されるウェイクアップＩＤを選択し、その選択したウェイクアップＩＤを自己に割り当
てる。
【０４２３】
　未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬは、自己にウェイクアップＩＤを割り当てる
と、自己に隣接する隣接無線ノードの間で同じウェイクアップＩＤが割り当てられた無線
ノードが存在するか否かを判定する。即ち、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬは
、隣接無線ノード間でウェイクアップＩＤのコンフリクトが生じているか否かを判定する
。そして、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬは、隣接無線ノード間でウェイクア
ップＩＤのコンフリクトが生じていると判定したとき、ウェイクアップＩＤの再割当を指
示する再割当指示を隣接無線ノードへ送信する。この場合、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿
ＮｏｎＣＰＬは、ウェイクアップＩＤの再割当をしないでよい隣接無線ノードを選択し、
その選択した隣接無線ノード以外の隣接無線ノードに再割当指示を送信する。
【０４２４】
　未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬは、自己にウェイクアップＩＤを割り当て、
かつ、隣接無線ノードの間で同じウェイクアップＩＤが割り当てられた無線ノードが存在
しないと判定したとき、自己に割り当てられたウェイクアップＩＤと隣接無線ノードに割
り当てられたウェイクアップＩＤとを含む割当完了メッセージを生成して送信する。
【０４２５】
　割当完了メッセージを受信した未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬは、自己の割
当要求を再開する。
【０４２６】
　割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬは、ウェイクアップＩＤのコンフリクトが生じてい
るとき、再割当指示を受信すると、ウェイクアップＩＤの割当完了メッセージを受信する
まで待機し、または受信した割当完了メッセージに基づいて、自己のウェイクアップＩＤ
を再決定する。そして、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬは、自己のウェイクアップＩ
Ｄを再決定したとき、再決定後のウェイクアップＩＤを含む変更通知を生成して隣接無線
ノードへ送信する。
【０４２７】
　図２１は、フレーム長とデータとの対応関係を示す別の対応表を示す図である。図２１
を参照して、対応表ＴＢＬ３は、フレーム長とデータとを含む。フレーム長およびデータ
は、相互に対応付けられる。
【０４２８】
　１１．５［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘ０に対応付けられ、１１．９［ｍｓ］のフレー
ム長は、０ｘ１に対応付けられ、１２．３［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘ２に対応付けら
れ、１２．７［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘ３に対応付けられ、１３．１［ｍｓ］のフレ
ーム長は、０ｘ４に対応付けられ、１３．５［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘ５に対応付け
られ、１３．９［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘ６に対応付けられる。
【０４２９】
　また、１４．３［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘ７に対応付けられ、１４．７［ｍｓ］の
フレーム長は、０ｘ８に対応付けられ、１５．１［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘ９に対応
付けられ、１５．５［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘＡに対応付けられ、１５．９［ｍｓ］
のフレーム長は、０ｘＢに対応付けられ、１６．３［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘＣに対
応付けられ、１６．７［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘＤに対応付けられ、１７．１［ｍｓ
］のフレーム長は、０ｘＥに対応付けられ、１７．５［ｍｓ］のフレーム長は、０ｘＦに
対応付けられる。
【０４３０】
　各無線ノード１～７の割当部１６およびウェイクアップ信号判定部１８は、対応表ＴＢ
Ｌ３を保持している。そして、各無線ノード１～７の割当部１６は、ウェイクアップＩＤ
の割当要求を示すビット列（例えば、ｃ１ｃ２ｃ３ｃ４ｃ５ｃ６ｃ７ｃ８ｃ９ｃ１０ｃ１

１ｃ１２の１２ビットからなる）をｃ１ｃ２ｃ３ｃ４，ｃ５ｃ６ｃ７ｃ８，ｃ９ｃ１０ｃ
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１１ｃ１２に分割し、その分割したｃ１ｃ２ｃ３ｃ４，ｃ５ｃ６ｃ７ｃ８，ｃ９ｃ１０ｃ

１１ｃ１２を対応表ＴＢＬ３を参照してそれぞれフレーム長ＦＬ９，ＦＬ１０，ＦＬ１０
に変換する。そうすると、各無線ノード１～７の割当部１６は、ｃ１ｃ２ｃ３ｃ４をペイ
ロードに含み、かつ、フレーム長ＦＬ９を有する無線フレームＦＲ９と、ｃ５ｃ６ｃ７ｃ

８をペイロードに含み、かつ、フレーム長ＦＬ１０を有する無線フレームＦＲ１０と、ｃ

９ｃ１０ｃ１１ｃ１２をペイロードに含み、かつ、フレーム長ＦＬ１１を有する無線フレ
ームＦＲ１１とを生成する。そして、各無線ノード１～７の割当部１６は、制御部１４、
無線通信部１３およびアンテナ１１を介して無線フレームＦＲ９～ＦＲ１１を順次送信す
る。これによって、ウェイクアップＩＤの割当要求メッセージが送信される。
【０４３１】
　各無線ノード１～７のウェイクアップ信号受信部１７は、アンテナ１２を介して無線フ
レームＦＲ９～ＦＲ１１を順次受信し、その受信した無線フレームＦＲ９～ＦＲ１１の受
信信号に基づいて、上述した方法によってフレーム長ＦＬ９～ＦＬ１１を検出する。そし
て、各無線ノード１～７のウェイクアップ信号受信部１７は、その検出したフレーム長Ｆ
Ｌ９～ＦＬ１１をウェイクアップ信号判定部１８へ出力する。各無線ノード１～７のウェ
イクアップ信号判定部１８は、フレーム長ＦＬ９～ＦＬ１１を受け、その受けたフレーム
長ＦＬ９～ＦＬ１１を対応表ＴＢＬ３を参照してそれぞれビット値ｃ１ｃ２ｃ３ｃ４，ｃ

５ｃ６ｃ７ｃ８，ｃ９ｃ１０ｃ１１ｃ１２に変換する。そうすると、各無線ノード１～７
のウェイクアップ信号判定部１８は、ビット値ｃ１ｃ２ｃ３ｃ４，ｃ５ｃ６ｃ７ｃ８，ｃ

９ｃ１０ｃ１１ｃ１２を一列に配列したビット列ｃ１ｃ２ｃ３ｃ４ｃ５ｃ６ｃ７ｃ８ｃ９

ｃ１０ｃ１１ｃ１２がウェイクアップＩＤの割当要求メッセージを示すことを検知し、起
動信号を無線通信部１３、制御部１４、経路制御部１５および割当部１６へ出力し、その
後、割当要求メッセージの検知信号を割当部１６へ出力する。そして、各無線ノード１～
７の割当部１６は、検知信号に基づいて、ウェイクアップＩＤの割当要求メッセージを受
信したことを検知する。
【０４３２】
　また、各無線ノード１～７の無線通信部１３は、アンテナ１１を介して無線フレームＦ
Ｒ９～ＦＲ１１を順次受信し、その受信した無線フレームＦＲ９～ＦＲ１１の受信信号を
復調してビット列ｃ１ｃ２ｃ３ｃ４ｃ５ｃ６ｃ７ｃ８ｃ９ｃ１０ｃ１１ｃ１２を制御部１
４へ出力する。各無線ノード１～７の制御部１４は、無線通信部１３から受けたビット列
ｃ１ｃ２ｃ３ｃ４ｃ５ｃ６ｃ７ｃ８ｃ９ｃ１０ｃ１１ｃ１２を割当部１６へ出力し、割当
部１６は、ビット列ｃ１ｃ２ｃ３ｃ４ｃ５ｃ６ｃ７ｃ８ｃ９ｃ１０ｃ１１ｃ１２に基づい
てウェイクアップＩＤの割当要求メッセージを受信したことを検知する。
【０４３３】
　図２２は、ウェイクアップＩＤの自律的な割り当てを行う動作を説明するフローチャー
トである。なお、図２２に示すフローチャートは、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣ
ＰＬにおける動作を説明するフローチャートである。
【０４３４】
　図２２を参照して、一連の動作が開始されると、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣ
ＰＬの割当部１６は、ｎ＝０を設定するとともに、当該無線ノードへウェイクアップＩＤ
リスト（ＷｕＩＤリスト）を送信した無線ノードの情報を初期化する（ステップＳ３１）
。
【０４３５】
　そして、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬの割当部１６は、当該無線ノードへ
ＷｕＩＤリストを送信した無線ノードの情報を含むＷｕＩＤの割当要求メッセージを上述
した方法によって制御部１４、無線通信部１３およびアンテナ１１を介して送信する（ス
テップＳ３２）。
【０４３６】
　その後、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬの割当部１６は、ｎ＝ｎ＋１を設定
し（ステップＳ３３）、ＷｕＩＤリストを受信したか否かを判定する（ステップＳ３４）
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。
【０４３７】
　ステップＳ３４において、ＷｕＩＤリストを受信したと判定されたとき、未割当無線ノ
ードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬの割当部１６は、当該無線ノードへＷｕＩＤリストを送信し
た無線ノードの情報を更新する（ステップＳ３５）。
【０４３８】
　そして、ステップＳ３４において、ＷｕＩＤリストを受信しなかったと判定されたとき
、またはステップＳ３５の後、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬの割当部１６は
、ｎ＜Ｎｒであるか否かを判定する（ステップＳ３６）。Ｎｒは、ＷｕＩＤの割当要求メ
ッセージの送信回数であり、例えば、５回に設定される。
【０４３９】
　ステップＳ３６において、ｎ＜Ｎｒであると判定されたとき、一連の動作は、ステップ
Ｓ３２に戻り、ステップＳ３６において、ｎ＜Ｎｒでないと判定されるまで、ステップＳ
３２～ステップＳ３６が繰り返し実行される。
【０４４０】
　そして、ステップＳ３６において、ｎ＜Ｎｒでないと判定されると、未割当無線ノード
ＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬの割当部１６は、受信したＷｕＩＤリストに基づいて当該無線ノ
ードにＷｕＩＤを割り当てる（ステップＳ３７）。より具体的には、未割当無線ノードＡ
ＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬの割当部１６は、受信したＷｕＩＤリストに含まれるウェイクアッ
プＩＤ以外のウェイクアップＩＤにおいて、最も短いフレーム長および最も少ないフレー
ム数によって規定されるウェイクアップＩＤを選択し、その選択したウェイクアップＩＤ
を当該無線ノードに割り当てる。
【０４４１】
　その後、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬの割当部１６は、他の無線ノード間
でＷｕＩＤのコンフリクトを検出したか否かを判定する（ステップＳ３８）。即ち、未割
当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬの割当部１６は、受信したＷｕＩＤリストに基づい
て、当該無線ノードに隣接する隣接無線ノードの間で同じウェイクアップＩＤが割り当て
られた隣接無線ノードが存在するか否かを判定する。
【０４４２】
　ステップＳ３８において、他の無線ノード間でＷｕＩＤのコンフリクトを検出したと判
定されたとき、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬの割当部１６は、ＷｕＩＤの再
割当指示を制御部１４、無線通信部１３およびアンテナ１１を介して送信する（ステップ
Ｓ３９）。
【０４４３】
　そして、ステップＳ３８において、他の無線ノード間でＷｕＩＤのコンフリクトを検出
しなかったと判定されたとき、またはステップＳ３９の後、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿
ＮｏｎＣＰＬの割当部１６は、当該無線ノードに割り当てたウェイクアップＩＤと、当該
無線ノードから１ホップの位置に存在する無線ノードのウェイクアップＩＤとを含むＷｕ
ＩＤの割当完了メッセージを生成し、その生成した割当完了メッセージを制御部１４、無
線通信部１３およびアンテナ１１を介して送信する（ステップＳ４０）。これにより、一
連の動作が終了する。
【０４４４】
　なお、ステップＳ３４において、ＷｕＩＤリストを受信したと判定されることなく、ス
テップＳ３６の“ＮＯ”を経由してステップＳ３７へ移行する場合もある。この場合、未
割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬの割当部１６は、他の無線ノードから受信したＷ
ｕＩＤリストを保持しないが、割当表ＴＢＬ１を保持するので、ステップＳ３７において
、割当表ＴＢＬ１を参照して、最も短いフレーム長および最も少ないフレーム数によって
規定されるウェイクアップＩＤを当該無線ノードに割り当てる。このように、受信された
ＷｕＩＤリストの個数が“０”であることもあるので、ＷｕＩＤの割当要求メッセージの
送信回数ｎは、ステップＳ３１において、ｎ＝０が設定される。
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【０４４５】
　図２３は、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬによる割込ルーチンを示すフロー
チャートである。
【０４４６】
　図２３を参照して、割込ルーチンが開示されると、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿Ｎｏｎ
ＣＰＬの割当部１６は、他の無線ノードからＷｕＩＤの割当要求メッセージを上述した方
法によって受信する（ステップＳ４１）。
【０４４７】
　そして、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬの割当部１６は、当該無線ノードに
おけるＷｕＩＤの割当処理を中断し、待機する（ステップＳ４２）。
【０４４８】
　その後、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬの割当部１６は、待機してから一定
時間が経過したか否かを判定することにより、タイムアウトを検出したか否かを判定する
（ステップＳ４３）。なお、一定時間は、例えば、１０秒に設定される。
【０４４９】
　ステップＳ４３において、タイムアウトを検出しなかったと判定されたとき、未割当無
線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬの割当部１６は、ＷｕＩＤの割当完了メッセージを受信
したか否かを更に判定する（ステップＳ４４）。
【０４５０】
　ステップＳ４４において、割当完了メッセージを受信しなかったと判定されたとき、一
連の動作は、ステップＳ４２へ戻り、ステップＳ４４において、割当完了メッセージを受
信したと判定されるまで、ステップＳ４２～Ｓ４３が繰り返し実行される。
【０４５１】
　そして、ステップＳ４３において、タイムアウトを検出したと判定されたとき、または
ステップＳ４４において、割当完了メッセージを受信したと判定されたとき、一連の動作
は、図２０に示す“スタート”へ遷移し（ステップＳ４５）、割込ルーチンの動作が終了
する。
【０４５２】
　図２４は、ウェイクアップＩＤの自律的な割当において、ウェイクアップＩＤの割当要
求メッセージを受信した割当済無線ノードの動作を説明するフローチャートである。
【０４５３】
　図２４を参照して、一連の動作が開始されると、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬの
割当部１６は、他の無線ノードからＷｕＩＤの割当要求メッセージを受信する（ステップ
Ｓ５１）。
【０４５４】
　そして、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬの割当部１６は、割当要求メッセージ内に
当該無線ノードのＷｕＩＤを検出したか否かを判定する（ステップＳ５２）。
【０４５５】
　ステップＳ５２において、割当要求メッセージ内に当該無線ノードのＷｕＩＤを検出し
なかったと判定されたとき、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬの割当部１６は、当該無
線ノードのＷｕＩＤと、当該無線ノードから１ホップの位置に存在する無線ノードのＷｕ
ＩＤとを含むＷｕＩＤリストを生成し、その生成したＷｕＩＤリストを送信する（ステッ
プＳ５３）。
【０４５６】
　ステップＳ５２において、割当要求メッセージ内に当該無線ノードのＷｕＩＤを検出し
たと判定されたとき、またはステップＳ５３の後、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬは
、スリープ禁止状態へ移行し（ステップＳ５４）、一定時間が経過したか否かを判定する
ことによりタイムアウトを検出したか否かを判定する（ステップＳ５５）。なお、この場
合も、一定時間は、例えば、１０秒に設定される。
【０４５７】
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　ステップＳ５５において、タイムアウトを検出しなかったと判定されたとき、割当済無
線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬの割当部１６は、ＷｕＩＤの割当完了メッセージを受信したか
否かを更に判定する（ステップＳ５６）。
【０４５８】
　ステップＳ５６において、ＷｕＩＤの割当完了メッセージを受信しなかったと判定され
たとき、一連の動作は、ステップＳ５４へ戻り、ステップＳ５６において、ＷｕＩＤの割
当完了メッセージを受信したと判定されるまで、ステップＳ５４～Ｓ５６が繰り返し実行
される。
【０４５９】
　そして、ステップＳ５５において、タイムアウトを検出したと判定されたとき、または
ステップＳ５６において、ＷｕＩＤの割当完了メッセージを受信したと判定されたとき、
割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬは、スリープ禁止状態を解除する（ステップＳ５７）
。これによって、一連の動作が終了する。
【０４６０】
　割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬがステップＳ５２において割当要求メッセージ内に
当該無線ノードのＷｕＩＤを検出しなかったと判定したときにＷｕＩＤリストを送信する
（ステップＳ５３参照）のは、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬに割り当てられたＷｕ
ＩＤと割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬに隣接する隣接無線ノードに割り当てられたＷ
ｕＩＤとを送信することにより、未割当無線ノードＡＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬが割当済無線
ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬおよび割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬの隣接無線ノードと同
じＷｕＩＤを自己に割り当てないようにするためである。
【０４６１】
　また、割当要求メッセージ内に当該無線ノードのＷｕＩＤを検出したと判定されたとき
、またはステップＳ５３の後、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬがスリープ禁止状態へ
移行するのは、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬがタイムアウトにならない範囲でＷｕ
ＩＤの割当完了メッセージを受信できるようにするためである。
【０４６２】
　図２５は、ウェイクアップＩＤの自律的な割当において、ウェイクアップＩＤの再割当
指示を受信した割当済無線ノードの動作を説明するフローチャートである。
【０４６３】
　図２５を参照して、一連の動作が開始されると、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬの
割当部１６は、ＷｕＩＤの再割当指示を受信する（ステップＳ６１）。そして、割当済無
線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬの割当部１６は、ＷｕＩＤの割当完了メッセージを受信するま
で待機する（ステップＳ６２）。
【０４６４】
　その後、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬの割当部１６は、ＷｕＩＤの割当完了メッ
セージを受信したか否かを判定する（ステップＳ６３）。
【０４６５】
　ステップＳ６３において、ＷｕＩＤの割当完了メッセージを受信しなかったと判定され
たとき、一連の動作は、ステップＳ６２へ戻り、ステップＳ６３において、ＷｕｉＤの割
当完了メッセージを受信したと判定されるまでステップＳ６２，Ｓ６３が繰り返し実行さ
れる。
【０４６６】
　そして、ステップＳ６３において、ＷｕＩＤの割当完了メッセージを受信したと判定さ
れると、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬの割当部１６は、受信した情報に基づいてＷ
ｕＩＤの再割当を行う（ステップＳ６４）。
【０４６７】
　そして、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬの割当部１６は、当該無線ノードに再割当
したウェイクアップＩＤと当該無線ノードに隣接する無線ノードに割り当てられたウェイ
クアップＩＤとを含むＷｕＩＤの変更通知を生成し、その生成した変更通知を送信する。
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そして、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬは、スリープ禁止状態を解除する（ステップ
Ｓ６５）。これによって、一連の動作が終了する。
【０４６８】
　上述した図２２から図２５に示すフローチャートを繰り返し実行することにより、ウェ
イクアップＩＤが未割当無線ノードＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬに割り当てられる。
【０４６９】
　図２２から図２５のフローチャートによって示すように、ウェイクアップＩＤの自律的
な割当においては、未割当無線ノードＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬは、ウェイクアップＩＤの割
当要求メッセージを送信して他の無線ノードからＷｕＩＤリストを受信するとともに（図
２２のステップＳ３２，Ｓ３４の“ＹＥＳ”，Ｓ３５参照）、ＷｕＩＤのコンフリクトを
検出したとき、ＷｕＩＤの再割当指示を送信する（図２２のステップＳ３８の“ＹＥＳ”
，Ｓ３９参照）。割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬは、ＷｕＩＤの割当要求メッセージ
を受信し、割当要求メッセージに自己のＷｕＩＤが含まれていないとき、自己のＷｕＩＤ
と自己の隣接無線ノードのＷｕＩＤとを含むＷｕＩＤリストを送信する（図２４のステッ
プＳ５１，Ｓ５２の“ＮＯ”，Ｓ５３参照）。
【０４７０】
　その結果、未割当無線ノードＳＧＮ＿ＮｏｎＣＰＬは、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿Ｃ
ＰＬからＷｕＩＤリストを収集でき、その収集したＷｕＩＤリストに含まれていないウェ
イクアップＩＤのうちで、最も短いフレーム長および最も少ないフレーム数によって規定
されるウェイクアップＩＤを自己に割り当てる。
【０４７１】
　従って、ウェイクアップＩＤの自律的な割当が終了すると、無線センサーネットワーク
１０を構成する無線ノードには、より短いフレーム長およびより少ないフレーム数によっ
て規定されるウェイクアップＩＤを割り当てることができる。
【０４７２】
　また、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬは、ＷｕＩＤの再割当指示を受信すると、Ｗ
ｕＩＤの割当完了メッセージを受信するまで待機し、割当完了メッセージを受信すると、
ＷｕＩＤの再割当を行い、ＷｕＩＤの変更通知を送信する（図２５のステップＳ６１，Ｓ
６２，Ｓ６３，Ｓ６４，Ｓ６５参照）。
【０４７３】
　その結果、割当済無線ノードＡＳＧＮ＿ＣＰＬは、未割当無線ノードＳＧＮ＿ＮｏｎＣ
ＰＬにおけるウェイクアップＩＤの割当が完了した後に、ウェイクアップＩＤの再割当を
行う。
【０４７４】
　従って、ウェイクアップＩＤの更なるコンフリクトを抑制できる。
【０４７５】
　図２６は、無線ノードを起動させる動作を示す図である。図２６を参照して、無線ノー
ド２は、ウェイクアップＩＤ＝ＷｕＩＤ２を有する。ＷｕＩＤ２は、１２．８［ｍｓ］の
フレーム長および１個のフレーム数によって規定される（割当表ＴＢＬ１参照）。
【０４７６】
　無線ノード１が無線ノード２を起動させる場合、無線ノード１の制御部１４は、１２．
８［ｍｓ］のフレーム長を有する１個の無線フレームＦＲ１２を生成し、その生成した無
線フレームＦＲ１２を無線通信部１３へ出力する。無線ノード１の無線通信部１３は、無
線フレームＦＲ１２を変調し、その変調した無線フレームＦＲ１２をアンテナ１１を介し
て送信する。
【０４７７】
　無線ノード２のウェイクアップ信号受信部１７は、無線フレームＦＲ１２をアンテナ１
２を介して受信し、その受信した無線フレームＦＲ１２の受信信号に基づいて、上述した
方法によって１２．８［ｍｓ］のフレーム長を検出する。そして、無線ノード２のウェイ
クアップ信号受信部１７は、その検出した１２．８［ｍｓ］のフレーム長をウェイクアッ
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プ信号判定部１８へ出力する。
【０４７８】
　無線ノード２のウェイクアップ信号判定部１８は、１２．８［ｍｓ］のフレーム長をウ
ェイクアップ信号受信部１７から受け、その受けた１２．８［ｍｓ］のフレーム長が予め
保持するＷｕＩＤ２のフレーム長に一致し、かつ、受信した無線フレームＦＲ１２のフレ
ーム数（＝１個）がＷｕＩＤ２のフレーム数に一致することを検知する。そうすると、無
線ノード２のウェイクアップ信号判定部１８は、起動信号を生成して無線通信部１３、制
御部１４、経路制御部１５および割当部１６へ出力する。これによって、無線ノード２は
、スリープ状態から起動状態へ移行する。
【０４７９】
　なお、ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）に誤りが生じた場合、各無線ノード１～７は、
バックアップＩＤとしてのＭＡＣアドレスを用いて隣接無線ノードを起動させる。
【０４８０】
　ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）に誤りが生じた場合としては、例えば、一部の無線ノ
ードが割当変更通知を受信できなかった場合および起動対象の無線ノードの起動に連続し
て失敗した場合等が考えられる。
【０４８１】
　バックアップＩＤとしてのＭＡＣアドレスを用いて隣接無線ノードを起動させる場合、
無線ノード１の制御部１４は、ＭＡＣアドレスのハッシュ値を演算し、その演算したハッ
シュ値のビット列を対応表ＴＢＬ２を参照して少なくとも１つのフレーム長に変換し、そ
の変換した少なくとも１つのフレーム長を有する少なくとも１つの無線フレームを生成す
る。そして、無線ノード１の制御部１４は、その生成した少なくとも１つの無線フレーム
を無線通信部１３およびアンテナ１１を介して送信する。
【０４８２】
　無線ノード２のウェイクアップ信号受信部１７は、アンテナ１２を介して、少なくとも
１つの無線フレームを受信し、その受信した少なくとも１つの無線フレームの受信信号に
基づいて、上述した方法によって、少なくとも１つのフレーム長を検出し、その検出した
少なくとも１つのフレーム長をウェイクアップ信号判定部１８へ出力する。
【０４８３】
　無線ノード２のウェイクアップ信号判定部１８は、少なくとも１つのフレーム長をウェ
イクアップ信号受信部１７から受け、その受けた少なくとも１つのフレーム長を対応表Ｔ
ＢＬ２を参照してビット値に変換してＭＡＣアドレスを取得する。そして、無線ノード２
のウェイクアップ信号判定部１８は、その取得したＭＡＣアドレスが、保持しているＭＡ
Ｃアドレスに一致する場合、起動信号を生成して無線通信部１３、制御部１４および経路
制御部１５（割当部１６を備えている場合は割当部１６へも）へ出力する。これによって
、無線ノード２は、起動する。そして、無線ノード２の制御部１４は、無線ノード２が起
動すると、無線ノード２に割り当てられたウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）を無線ノード
１（＝隣接無線ノード）へ送信する。
【０４８４】
　そして、無線ノード１の制御部１４は、無線ノード２からウェイクアップＩＤ（ＷｕＩ
Ｄ）を受信し、その受信したウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）を保持して無線ノード２の
ウェイクアップＩＤを更新する。
【０４８５】
　これによって、無線ノード２の新しいウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）を共有すること
ができる。
【０４８６】
　ウェイクアップＩＤが上述した各種の方法によって無線ノード１～７に割り当てられた
後、無線ノード１～７は、割り当てられたウェイクアップＩＤを用いて図２６に示す動作
によって隣接無線ノードを起動させながら制御パケットＤＩＯ，ＤＡＯを送受信し、図９
に示すフローチャートを実行する。これにより、無線センサーネットワーク１０における
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経路が維持される。
【０４８７】
　その結果、無線ノード１～７の全てに同じフレーム数によって規定されたウェイクアッ
プＩＤが割り当てられた場合に比べ、ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）を送信するときの
消費電力およびウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）を受信するときの消費電力を低減して無
線センサーネットワーク１０における経路を維持できる。
【０４８８】
　図２７は、図１に示す無線センサーネットワーク１０におけるセンサー値の転送動作を
説明するためのフローチャートである。なお、上述した方法によって、ウェイクアップＩ
Ｄ（ＷｕＩＤ３）が無線ノード１に割り当てられ。ウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ５）が
無線ノード２に割り当てられているものとする。
【０４８９】
　図２７を参照して、無線ノード３の制御部１４は、内蔵したタイマーから起動時刻を受
けると、起動状態へ移行するとともに、無線通信部１３および経路制御部１５を起動状態
へ移行させる。これによって、無線ノード３は、起動状態へ移行する。
【０４９０】
　そして、無線ノード３の制御部１４は、センサー値を検出するようにセンサー（図示せ
ず）を制御する。
【０４９１】
　その後、無線ノード３の制御部１４は、センサー（図示せず）からセンサー値を受ける
と、その受けたセンサー値を無線ノード１（＝シンク）へ送信するために無線ノード３の
親ノードを経路制御部１５に問い合わせる。
【０４９２】
　そして、無線ノード３の制御部１４は、無線ノード３の親ノードである無線ノード２の
アドレスＭＡＣａｄｄ２を経路制御部１５から受ける。
【０４９３】
　そうすると、無線ノード３の制御部１４は、ＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ２に対応する
無線ノード２のウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ５）を検出し、１８．８［ｍｓ］のフレー
ム長を有する１個の無線フレームを生成する。そして、無線ノード３の制御部１４は、そ
の生成した無線フレームからなるウェイクアップ信号ＷｕＳを無線通信部１３へ出力する
。
【０４９４】
　無線通信部１３は、ウェイクアップ信号ＷｕＳを制御部１４から受け、その受けたウェ
イクアップ信号ＷｕＳを変調し、その変調したウェイクアップ信号ＷｕＳをアンテナ１１
を介して送信する（ステップＳ７１）。
【０４９５】
　そして、無線ノード２は、図２６において説明した動作と同じ動作によって、無線ノー
ド３からのウェイクアップ信号ＷｕＳに応じてスリープ状態から起動状態へ移行し（ステ
ップＳ７２）、無線ノード２のアドレスＭＡＣａｄｄ２を含む起動通知をブロードキャス
トする。
【０４９６】
　無線ノード３は、起動通知を受信すると、無線ノード２が起動したことを検知する。そ
して、無線ノード３の制御部１４は、無線ノード１（＝シンク）のアドレスＭＡＣａｄｄ
１と、起動通知を送信した無線ノード２のアドレスＭＡＣａｄｄ２と、無線ノード３のア
ドレスＭＡＣａｄｄ３と、センサー値とを含むパケットＰＫＴ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／Ｍ
ＡＣａｄｄ２／ＭＡＣａｄｄ３／センサー値］を生成し、その生成したパケットＰＫＴ１
＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／ＭＡＣａｄｄ３／センサー値］を無線通信部１３
へ出力する。無線ノード３の無線通信部１３は、パケットＰＫＴ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／
ＭＡＣａｄｄ２／ＭＡＣａｄｄ３／センサー値］を制御部１４から受け、その受けたパケ
ットＰＫＴ１を変調し、その変調したパケットＰＫＴ１をアンテナ１１を介して送信する



(53) JP 2018-166344 A 2018.10.25

10

20

30

40

50

（ステップＳ７３）。その後、無線ノード３は、起動状態からスリープ状態へ移行する。
【０４９７】
　無線ノード２は、無線ノード３からパケットＰＫＴ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄ
ｄ２／ＭＡＣａｄｄ３／センサー値］を受信する（ステップＳ７４）。そして、無線ノー
ド２は、パケットＰＫＴ１の先頭のアドレスが無線ノード１のアドレスＭＡＣａｄｄ１で
あることを検知し、パケットＰＫＴ１を無線ノード１へ転送すべきことを検知する。
【０４９８】
　そして、無線ノード２は、ステップＳ７１における無線ノード３の動作と同じ動作によ
って、１４．８［ｍｓ］のフレーム長を有する１個の無線フレームからなるウェイクアッ
プ信号ＷｕＳを送信する（ステップＳ７５）。無線ノード１は、無線ノード２からのウェ
イクアップ信号ＷｕＳに応じて、ステップＳ７２における無線ノード２の動作と同じ動作
によって、スリープ状態から起動状態へ移行し（ステップＳ７６）、無線ノード１のアド
レスＭＡＣａｄｄ１を含む起動通知をブロードキャストする。
【０４９９】
　無線ノード２は、起動通知を受信すると、パケットＰＫＴ１＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡ
Ｃａｄｄ２／ＭＡＣａｄｄ３／センサー値］のアドレスＭＡＣａｄｄ２をアドレスＭＡＣ
ａｄｄ１に変えたパケットＰＫＴ２＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ
３／センサー値］を生成し、その生成したパケットＰＫＴ２＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣ
ａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ３／センサー値］を送信する（ステップＳ７７）。そして、無線
ノード２は、起動状態からスリープ状態へ移行する。
【０５００】
　無線ノード１は、無線ノード２からパケットＰＫＴ２＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄ
ｄ１／ＭＡＣａｄｄ３／センサー値］を受信する（ステップＳ７８）。そして、無線ノー
ド１の制御部１４は、その受信したパケットＰＫＴ２から送信元のアドレスＭＡＣａｄｄ
３およびセンサー値を取り出し、その取り出したアドレスＭＡＣａｄｄ３およびセンサー
値を相互に対応付けて保持する。
【０５０１】
　その後、無線ノード２は、タイマー割込みによってスリープ状態から起動状態へ移行し
、センサー値をセンサー（図示せず）から受ける。そうすると、無線ノード２は、ステッ
プＳ７１における無線ノード３の動作と同じ動作によって、１４．８［ｍｓ］のフレーム
長を有する１個の無線フレームからなるウェイクアップ信号ＷｕＳを送信する（ステップ
Ｓ７９）。
【０５０２】
　無線ノード１は、無線ノード２からのウェイクアップ信号ＷｕＳに応じてスリープ状態
から起動状態へ移行し（ステップＳ８０）、無線ノード１のアドレスＭＡＣａｄｄ１を含
む起動通知をブロードキャストする。
【０５０３】
　無線ノード２は、起動通知を受信すると、ステップＳ７３における無線ノード３の動作
と同じ動作によって、センサー値を含むパケットＰＫＴ３＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａ
ｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ２／センサー値］を送信する（ステップＳ８１）。
【０５０４】
　無線ノード１は、パケットＰＫＴ３＝［ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄｄ１／ＭＡＣａｄ
ｄ２／センサー値］を受信する（ステップＳ８２）。そして、無線ノード１の制御部１４
は、パケットＰＫＴ３から送信元のアドレスＭＡＣａｄｄ２とセンサー値とを取り出し、
その取り出した送信元のアドレスＭＡＣａｄｄ２およびセンサー値を相互に対応付けて保
持する。
【０５０５】
　このように、図２７に示すフローチャートに従って、無線ノード２～７で検出されたセ
ンサー値が無線ノード１（＝シンク）へ送信され、無線ノード１（＝シンク）に保持され
る。
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【０５０６】
　図２７に示すフローチャートにおいて、無線ノード３は、センサー値を送信する場合、
ウェイクアップ信号をユニキャストして無線ノード２を起動状態へ移行させ、その後、セ
ンサー値を送信する（ステップＳ７１～Ｓ７３参照）。そして、無線ノード３は、センサ
ー値の送信を完了すると、スリープ状態へ移行する。
【０５０７】
　また、無線ノード２は、ウェイクアップ信号に応じて起動状態へ移行すると、センサー
値を受信し、センサー値を転送する場合、ウェイクアップ信号をユニキャストして無線ノ
ード１を起動状態へ移行させ、その後、センサー値を送信する（ステップＳ７５，Ｓ７６
，Ｓ７７参照）。そして、無線ノード２は、センサー値の転送を完了すると、スリープ状
態へ移行する。
【０５０８】
　更に、無線ノード２は、自己が検出したセンサー値を送信する場合、ウェイクアップ信
号をユニキャストして無線ノード１を起動状態へ移行させ、その後、センサー値を送信す
る（ステップＳ７９～Ｓ８１参照）。そして、無線ノード２は、センサー値の送信を完了
すると、スリープ状態へ移行する。
【０５０９】
　このように、無線ノード１～３の各々は、センサー値の無線ノード１への送信および転
送動作において、起動状態へ移行すると、必要な動作を行った後、スリープ状態へ移行す
る。そして、起動状態においては、無線ノード２は、無線ノード３から受信したセンサー
値を転送する場合、センサー値の転送を完了した後にスリープ状態へ移行する。その結果
、無線ノード３から送信されたセンサー値は、迅速に無線ノード１へ届けられる。つまり
、各無線ノード１～３は、必要な場合のみ起動状態へ移行して必要な動作を行った後、ス
リープ状態へ移行する。
【０５１０】
　また、無線ノード１～３の各々は、送信先をスリープ状態から起動状態へ移行させる場
合、上述した方法によって割り当てられたウェイクアップＩＤを用いる。
【０５１１】
　従って、センサー値の無線ノード１への送信および転送動作において、ウェイクアップ
ＩＤの送信時の消費電力および受信時の消費電力を低減できる。
【０５１２】
　この発明の実施の形態においては、上述した各無線ノード１～７の動作は、プログラム
によって実行されてもよい。
【０５１３】
　この場合、各無線ノード１～７は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）およびＲＡＭ（Ｒａｎｄｕｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）を備える。
【０５１４】
　そして、ＲＯＭは、図９に示すステップＳ１，Ｓ３，Ｓ６，Ｓ８，Ｓ１８，Ｓ２０から
なるプログラムＰＲＯＧ１、図９に示すステップＳ２，Ｓ４，Ｓ５，Ｓ７，Ｓ９，Ｓ１１
，Ｓ１４，Ｓ１６，Ｓ１７，Ｓ１９からなるプログラムＰＲＯＧ２、図９に示すステップ
Ｓ１０，Ｓ１２，Ｓ１３，Ｓ１５からなるプログラムＰＲＯＧ３、図１９に示すステップ
Ｓ２１～Ｓ２３および図２０に示すステップＳ２３１～Ｓ２４５からなるプログラムＰＲ
ＯＧ４、図２２に示すステップＳ３１～Ｓ４０からなるプログラムＰＲＯＧ５、図２２に
示すステップＳ３１～Ｓ４０および図２３に示すステップＳ４１～Ｓ４５からなるプログ
ラムＰＲＯＧ６、図２４に示すステップＳ５１～Ｓ５７からなるプログラムＰＲＯＧ７、
図２５に示すステップＳ６１～Ｓ６５からなるプログラムＰＲＯＧ８、図２６に示すステ
ップＳ７１，Ｓ７３からなるプログラムＰＲＯＧ９、図２７に示すステップＳ７２，Ｓ７
４，Ｓ７５，Ｓ７７，Ｓ７９，Ｓ８１からなるプログラムＰＲＯＧ１０、図２７に示すス
テップＳ７６，Ｓ７８，Ｓ８０，Ｓ８２からなるプログラムＰＲＯＧ１１、割当表ＴＢＬ
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１および対応表ＴＢＬ２，３を記憶する。
【０５１５】
　ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されたプログラムＰＲＯＧ１～ＰＲＯＧ１１のいずれかを読み
出して実行する。
【０５１６】
　ＣＰＵは、プログラムＰＲＯＧ４を実行してウェイクアップＩＤの割り当てを行う場合
、割当表ＴＢＬ１をＲＯＭから読み出して参照する。
【０５１７】
　また、ＣＰＵは、プログラムＰＲＯＧ５またはプログラムＰＲＯＧ６を実行してウェイ
クアップＩＤを自律的に割り当てる場合、対応表ＴＢＬ３をＲＯＭから読み出して参照す
る。
【０５１８】
　更に、ＣＰＵは、プログラムＰＲＯＧ１～ＰＲＯＧ３，ＰＲＯＧ９～ＰＲＯＧ１１のい
ずれかを実行する場合において、バックアップＩＤとしてのＭＡＣアドレスを用いて無線
ノードを起動させるとき、対応表ＴＢＬ２をＲＯＭから読み出して参照する。
【０５１９】
　更に、ＣＰＵは、ＲＡＭを用いてＭＡＣアドレスのハッシュ値を演算する。
【０５２０】
　このように、プログラムＰＲＯＧ１～ＰＲＯＧ１１のいずれかは、各無線ノード１～７
の動作をコンピュータ（ＣＰＵ）に実行させるためのプログラムである。
【０５２１】
　そして、各無線ノード１～７の動作をプログラムによって実行した場合も、上述した各
種の効果を享受できる。
【０５２２】
　なお、上記においては、無線センサーネットワーク１０を例にして本発明を説明したが
、この発明の実施の形態においては、これに限らず、本発明は、どのような無線ネットワ
ークに適用されてもよい。
【０５２３】
　また、上記においては、無線センサーネットワーク１０を構成する無線ノード１～７を
スリープ状態から起動状態へ移行させるためのウェイクアップＩＤ（ＷｕＩＤ）を無線ノ
ード１～７に割り当てる例を説明したが、この発明の実施の形態においては、これに限ら
ず、無線センサーネットワーク１０を構成する無線ノード１～７を起動状態からスリープ
状態へ移行させるための識別情報（＝ＩＤ）を無線ノード１～７に割り当ててもよい。そ
して、各無線ノード１～７をスリープ状態から起動状態へ移行させること、および各無線
ノード１～７を起動状態からスリープ状態へ移行させることは、各無線ノード１～７を制
御することに相当する。
【０５２４】
　従って、この発明の実施の形態においては、一般的には、フレーム長およびフレーム数
によって規定され、かつ、無線ノード１～７を制御するための識別情報を上述した方法に
よって各無線ノード１～７に割り当てるものであればよい。
【０５２５】
　その結果、ウェイクアップＩＤ（＝ＷｕＩＤ）は、無線ノードを制御するための「識別
情報」を構成し、上述した基準ウェイクアップＩＤ（＝ＷｕＩＤ１）は、「基準識別情報
」を構成する。
【０５２６】
　また、上述した「起動回数」は、「制御回数」または「制御される回数」に相当する。
【０５２７】
　更に、ウェイクアップＩＤによって起動された無線ノードが送信する起動通知は、各無
線ノードが制御可能状態であることを示す通知に相当する。
【０５２８】



(56) JP 2018-166344 A 2018.10.25

10

20

　更に、ウェイクアップＩＤの割当要求は、無線ノードを制御するための識別情報の割当
要求に相当する。
【０５２９】
　更に、ウェイクアップＩＤリストは、識別情報リストに相当する。
【０５３０】
　更に、無線ノード１～７を起動状態からスリープ状態へ移行させるための識別情報（＝
ＩＤ）を無線ノード１～７に割り当てた場合、各無線ノード１～７のウェイクアップ信号
受信部１７およびウェイクアップ信号判定部１８は、無線ノード１～７の起動状態におい
ても動作する。
【０５３１】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲
によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる
ことが意図される。
【産業上の利用可能性】
【０５３２】
　この発明は、無線装置、それを備えた無線通信システムおよび無線装置において実行さ
れるプログラムに適用される。
【符号の説明】
【０５３３】
　１～７　無線ノード、１０　無線センサーネットワーク、１１，１２　アンテナ、１３
　無線通信部、１４　制御部、１５　経路制御部、１６　割当部、１７　ウェイクアップ
信号受信部、１８　ウェイクアップ信号判定部。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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